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【註】今後の具体的な対応は、本誌のほかに政府、自治体、業界団体等の発表、勧告、指示など信頼で

きる情報にもとづき冷静に講じていただきますようお願いいたします。 
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●おことわり 

本誌に記載した事項は、お読みいただいた皆様が新型インフルエンザに感染しないこと、および

お読みいただいた皆様が属する企業等の事業者で新型インフルエンザの感染やそれに伴う被害が発

生しないことを保証するものではありません。 
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ϲ  

” ₐ└↔⌂ₔ└₭ Ὸ⁮ ‍  

強每性を想定していたのに弱每性だったため対応に苦慮したという事例をよく耳にします。一方、

すぐに対応を弱每性に切り替えることができた、という事例もありました。この違いはどこから生

まれるのでしょう。それは、災害発生時の初動対応における「事態の評価」とそれに続く「対応目

標（復旧目標）の設定」といった基本動作が行えたか否かによると考えられます。以下に、今春の

新型インフルエンザ発生から世界的流行という事態において、現在までに得られた教訓をいくつか

振り返ってみました。 

 

” ‭” ‖᾿  ⁯ῲ⁴ ‗Ό  ‒‍ 

・事態の関係者が全国民であり非常に多様性があったこと、また、発生した事態に対する評価や

対応実施後の残存リスクに対する許容度も、それら関係者間で様々であったため、国の対応も

目まぐるしく変わりました。しかし、新型インフルエンザのように、発生後に徐々に判明する

要素が多い事態への対応において、これはある意味避けられない状況であったと考えます。 

・国が方針を複数回変更したとしても、それは「われわれ一般市民を振り回した」のではなく、

徐々に明らかになる知見やさまざまな関係者と調整しながら、対応による負の影響を抑えつつ

事態に「対応した」だけのこと、と割り切って考えるべきでしょう。 

・もちろん国には、今春の対応でわかった課題を次に活かすことが望まれますが、われわれは、

ただ被害者意識に陥るのでは無く、むしろ「これが地震とは異なる新型インフルエンザ対応だ」

と思える対応力や発想の転換が必要と考えます。 

 

” ῾ ‼ ⁞ „ ‖ ’⁴‾” 

・新型インフルエンザ発生時、「発生した事態の評価」そのものが、関係者間で当初微妙に異な

りました（あるいは評価が概ね定まるまでに一定の時間を要しました）。 

・また、「発生した事態の評価」に基づく「対応目標」（感染者をゼロにすることなのか、重症

者をゼロにすることなのか、季節性インフルエンザ並の被害までは許容するのか、など）」に

ついても各者で異なっており、ほとんどの関係者間で対応目標にコンセンサス（同意）はなか

ったと考えられます。そのため、自社で選択した対応に対して他社から受ける評価も様々でし

た。実際、マスク着用に関して自社は不要と考えたが、取引先企業からマスク着用を求められ

たため急きょ営業担当者にマスクを配布した等、他者から受ける評価で対応を見直さざるをえ

ない場面もありました。このようなことは、各社がそれぞれの立場で自社への影響を考慮した

とすれば当然起こり得る、ということを理解させてくれる事例でした。 

・他の災害における被災時と同様、自社の対応目標によって選択する対応は当然ながら企業によ

り異なってくるのです。自社の対応目標をしっかり認識することで、他社には他社なりの対応

目標があることも理解できお互いの調整にも役立つものと考えられます。 

 

‚⁭⁴ ” ₀ ‚ ⁴ ‗Ό ‼⁮⁵‍ 

・対応実施後に許容する残存リスクを限りなくゼロに近づけようとすれば、対応実施による負の

影響（学校閉鎖や施設休業による、子どもたちの教育機会の減尐・小さい子供や要介護者を抱

える世帯等の就業機会の減尐、旅行・レジャー等の需要の減尐など）も大きくなります。国は
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今春の対応において、より住民に近い行政単位である自治体等から、対応実施による負の影響

をウイルスの病原性等と照らし合わせ最小限に抑えることが求められました。 

・このことは、わが国の感染症対策の基盤である「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律」（以下、感染症法という）の第 22 条の２や第 34 条等において定められている

「必要な最小限度の措置」規定（感染拡大防止措置等は必要な最小限度のものでなければなら

ない）にも通ずるものでした。 

 

” ₀ Ὸ ‍‼‚    

” ⁞ ‚  ⁴ ’⁯” ”  

・当局から、自社の計画に適用できる事態の深刻性や注意地域※に関する情報が公表されればそれ

で事が足りますが、それらに関する ” Ό ΅ ” ‚ ῴ―、自社なりの見極めと

その見極めに応じた対応選択肢を用意しておく必要があると考えます。 

 

 

 

 

ר ” ‚–΅― 

・本書でいう「事態の深刻性」とは、病原性*等の様々な因子からもたらされている結果（発生

した被害）情報から推定される「社会に対する当面の深刻性」をいいます。「事態の深刻性」

は、ウイルスの病原性や感染力の他、宿主（ウイルスが共生する生物、ここでは人）固有のぜ

い弱性や各国の医療体制や対策状況等によっても異なりますので、わが国における「事態の深

刻性」を自社なりに評価する際には、欧米などの先進国での被害状況をベースに、途上国での

被害状況も加味して総合的に評価することが考えられます。【資料集①(P.30)参照】 

*病原性とは、病原体が病気を引き起こす性質またはその程度を意味します。例えば、どんな人にどん

な症状をもたらし、どの程度重症化するか、というようなことです。 

・なお、米国では、「Pandemic Severity Index」として新型インフルンザの深刻度を致死率

等により概ね次のような５段階に定め、あらかじめ準備している各感染拡大防止策の推奨度合

いを大まかに定めています。 

  

 

‚  ⁴ 20

‖”  

” ”  

”  ”  
”
⁞  ”  

 0.1 未満 季節性インフルエンザ ⇒一般的に推奨されない 

 0.1～0.5 香港かぜ、アジアかぜ ⇒年齢別罹病率や地理的分布や悪影響

の大きさ等を熟慮して選択を考慮する  0.5～1.0 なし 

 1.0～2.0 なし 
⇒一般的に推奨される 

 2.0 以上 スペインかぜ 

参考：米国 DHHS（Department of Health & Human Services：保健社会福祉省）・CDC（Centers for 

Disease Control and Prevention：米国疾病対策予防センター）、「Interim Pre-pandemic Planning 

Guidance:Community Strategy for Pandemic Influenza Mitigation in the United States 」の p32 Table 

1.、p36  Table 2. 

・新型インフルエンザの発生初期においては、母数の尐なさや統計の信頼性などから、事態の深

※「注意地域」という表現は、その地域に対し必要以上に警戒することを意図するものではなく、地域に応

じた対応を認識したり整理しやすくするために本誌で用いているものです。意図に反した受け取られ方を

されないよう、また当該地域の風評被害発生につながらないよう、職場向けの実際の表現にあたっては、

第Ⅱ章で置き換えているように、適宜「対応強化地域」等の表現に和らげることをご検討下さい。 
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刻性の決め手となる致死率等の見極めは、現実には非常に困難といえます。国の対処方針さえ

も未公表のような段階で自社の方針を示さねばならない場合には、危機管理の鉄則として強め

の初動を採用し、新たな知見判明時に迅速かつ柔軟に再考するという方針で臨むのもひとつの

方策です。 

 

ש ‚–΅― 

・本誌でいう「注意地域」とは、自社として他地域よりも対応を強化したり行動制限を設けたり

する地域のことをいいます。例えば、安全のため渡航の是非を検討した方がいい国や地域、自

治体が地域封じ込めに注力しており地域協力が必要な地域、社内にウイルスを持ち込まないよ

う入館者対応が必要な地域などが挙げられます。この注意地域の認識・共有により、見えにく

いといわれる新型インフルエンザのリスクを地理的な面で一部見えやすくし、地域に応じた対

応を実施しやすくすることができると考えます。 

・実際、今春の新型インフルエンザ対応でも、多くの企業が、ある地域を指定して渡航自粛や感

染拡大防止策の強化などを行っています。また、外務省や厚生労働省からの以下のような情報

が、地域を指定する際の参考になりました。 

 

 

 4 月 25 日、28 日にメキシコを対象に、30 日には、米国、カナダなどその他の感染

国を対象に、渡航情報を発出しました。【資料集②(P.31)参照】 

 

「症例定義」で定義するまん延地域として、5 月 1 日に、メキシコ、カナダ、アメ

リカ（その後、アメリカはアメリカ（本土）に限定）を指定しました。 

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/influ090501-01.pdf） 

 

 

国内発生後の 5 月 22 日以降、地域に応じた対応を目指し感染拡大防止地域と重症

化防止重点地域を設定し、ホームページで開示していました。 

（http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/06/info0608-01.html ） 

しかし、その後の感染拡大で封じ込め対応が困難な状況と判断した 6 月 19 日に

は、このグループ分けを廃止しました。 

※今後は、同省がインフルエンザの全国的な流行開始を発表する際の参考にした、感染症発生動向

調査やインフルエンザ流行マップが、参考になると考えます。【資料集③(P.33)参照】 

・注意地域の把握にあたっては、事態の深刻性に関する情報収集も含め、信頼できる取引先の危

機管理担当者等と情報交換できるよう、 Ὸ⁮ ₀ ΅―ῷῼ ‗もひとつの方策です。 

・なお、注意地域は事態の深刻性や流行状況等に応じて適宜見直しが必要です。 ’

‚’⁵‟᾿ ₀ ‚  ‍⁯、それにより注意地域向けの対応自体を見直すなど

の場面も想定されます。注意地域を見直すタイミングの例は、以下のとおりです。 

a. 国内発生時に事態の深刻性が不明だったため強めの初動対応をしてきたが、これまでの知

見で深刻性が低いことが判明してきたので、注意地域を指定する必要がなくなった。 

b. 全国的な流行開始が予想されたため、注意地域を全国に拡大する必要が出てきた。 

c. ある地域（国外を含む）で病原性が高まったウイルスが多数確認され事態の深刻性も高ま

ったため、当該地域を注意地域に指定する必要が出てきた。  等 

 

 

  

＜補筆＞本誌執筆中に公表された「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン(A/H1N1 型版)」

（2009 年 8 月 12 日、労働者健康福祉機構海外勤務健康管理センター作成、本誌 P.18 に URL を掲載）の P.12 で

は、発生した新型インフルエンザがもたらす健康被害の「重症度」に応じた対策の考え方が示されています。同ガ

イドラインでは「重症度」は「多数の因子から規定される」と断りつつ、簡素化のため「病原性」（高・中・低の

3 区分）と「（駐在員等の）滞在地域」（先進国と途上国の 2 区分）という因子に着目し、それらを組み合わせて

対策を変化させる例を示しています。本誌が「事態の深刻性」と「地域」を対応選択のキーとして着目している点

と通ずるものがあると考えます。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/influ090501-01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/06/info0608-01.html
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‼⁮⁵⁴”„ ”⌐∂⌂‚  ‍  

・新型インフルエンザ対応では、その時々における危機のレベル（ここでは「事態の深刻性」に、

組織固有の実情なども加わったより大きな概念）に応じた対応が求められますが、一つの対応

選択肢に幅を持たせる要素としては、以下のような要素があると考えます。 

 

 

 

               ×              × 

 

 

 

・上記３要素は、例えば事態の深刻性にあわせ変化させることができます。以下はイメージ例です。 

 ”  
”  

”   ”  

ר  設定なし 自粛の検討 影響が大きくなったら 

ש ₈₯₈Ὸ   狭め 自粛 影響が見られたらすぐ 

ת ₰∆ₐ└Ὸ   広め 禁止  影響が強く予測されたら 

 

・一方、事業継続の観点からは、実施する対応による負の影響を最小限に抑えるためにも、まずは発

生した事態の深刻性により、停止しない業務（何を守るかという対応目標）を変化させる必要があ

ります。例えば次のような表により把握することが必要です。【資料集⑲(P.51)参照】 

”   ’΅  ” ᾿ ‚​⁵„ ‖ Ὸ  

ר  すべての業務  

ש ₈₯₈Ὸ   重要業務  

ת ₰∆ₐ└Ὸ   「最」重要業務  

 

・すなわち迅速な対応決定のためには、「重要業務」「『最』重要業務」のように事前に業務を絞り

込んでおく必要があります。各種情報に基づき、例えば、今春の事態の深刻性を「②中度」と自社

なりに見極めることで、守るべき「重要業務」が決まり対応も進みます。一方、これがないと次の

ような事態も考えられます。 

 

 

 

 

 

 

  

”  

( ‼Ὸ᾿ ‼Ὸ )  

 

”   

( Ὸ᾿ Ὸ )  

 

”  

( ‼Ὸ᾿ ‼Ὸ )  

 

＜想定される事態＞ 

・事業継続部門用の特殊感染防止策（時差出勤、班交代制、在宅勤務）を、どの部門に、いつ

指示したらいいか、わからない。 

・「どの部門・要員が被災したら代替要員をどこから確保してくるか」や「残存戦力に対しど

のくらいの業務レベルを目標にするか」というアクションにも移れない。 
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₀  ‍ ”ₐ∞╒₯ 

事態の深刻性や注意地域等に応じた選択肢整理のイメージを示すと下図のようになります。【資

料集⑩(P.40)に全掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‚ῷ῾⁴ ‗  

新型インフルエンザ対応では震災対応と異なり、被災リスクがなかなか収まらない状況下で、地域

に応じた感染拡大防止策と、被災が具体化した（感染者発生やキーパーソンの欠勤による業務停止発

生等）職場における復旧活動を同時に検討・決定しなければなりません。 

今春の新型インフルエンザ対応で対策本部を立ち上げた企業では、現在でも多くの企業が対策本部

を維持し、状況の監視や対応の見直しを実施していると推察されます。現在懸念されているこの秋以

降の大流行に備え、このような活動・備えが事前計画の策定と並んで非常に重要です。 

本誌では、今春の新型インフルエンザ対応を教訓に、事態の深刻性や地域の状況や事業停止危険度

により対応策を変化させることが重要と考え、次ページに「対応における基本行動」を示しました。 

これら重要要素について適時自社なりの判断ができれば、あらかじめ用意していた対応の選択肢を、

広めや狭め、強めや弱め、早めや遅めといった柔軟性の要素を組み合わせることで柔軟な対応が可能

になると考えます。 

また、基本行動を身につけておくには、平素からの訓練（特に、足りない要素に気付く訓練や与え

られた情報で判断する訓練など）が有効です。新型インフルエンザ事業継続計画策定においては、さ

まざまな課題に関する ” Ό といわれますが、取引先等も含めた合同訓練、業界とし

ての合同訓練、官民での合同訓練の ” „᾿ ” ” といえます。協議内容

の一部は訓練記録やマネジメントレビューを得て、計画の改善（すなわち、前記１．で指摘した「発

○：原則実施する、△：熟慮する、×：原則実施しない（禁止を自粛にする等、表現を緩めて

実施することも選択肢にする） 

 ” ” З  

Ὸ  

 

Ὸ  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

手洗いやうがいの励行を行う。 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

手洗い所（消每液使用場所）を入口の外に設置

する。 

○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ 

出社前に自分や家族の健康確認を義務付ける。 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

自分や家族の感染が疑われる場合には、休日で

も報告を義務づける。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ 

 

会議を抑制する（対面による会議を避け、電話

会議やビデオ会議を利用する。）。 

△ ○ ○ × △ △ × △ △ 

職場や食堂等の配置替え、食堂等の時差利用に

より接触距離を保つ。 

△ ○ ○ × △ △ × △ △ 

時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出

勤の推進を行う。 

△ ○ ○ × △ △ × △ △ 
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生した事態の評価」や「対応目標」における関係者間の差異に事前に気付いたり、可能なものは縮め

たりすることなど）にまでつなげられる可能性のある有効な手段であると考えます。 
 

‚ῷ῾⁴  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、「発生した事態の評価」「対応目標の設定」といったプロセス（上図の①～③、⑤～⑧）を

経て、職場での対応事項が決定されれば、次は各職場への周知（上図の④や⑨）となります。周知方

法には、社員用ホームページや緊急通報メール、朝礼等さまざまな周知方法がありますが、本誌では、

これらの周知方法の中で通達文書による周知を取り上げ、次章で文例や参考などを交えながら解説し

ます。   

ר ” ║ ‚  ⁴  

” ש ║ ”  

₀ש ת ‚ *₀  

* ᾿  ’΅  

װ ‗ ₀  

‖⁞⁴ ‗᾿ ‖⁞⁴ ‗  

” ║ ” ║ ” ײױ⁞ר₀

‖ ῃ ‖״׳⁞תש᾿  ᴀ⁞װ᾿  ‚⁭⁴

‖ ‚  ⁴῀ 

‚ ’↨⌠₲₰ 

║ ײ ” ‚  ⁴

 

” ׳  

’ ״ ”‍‼”

⁞ ”  

ᴀ  ’΅ ⁞  ⁴

‭”  

΅’   ױ ”  
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ϳ  ⁴ ‗  

”  

  

 

 

A.海外発生時 

＜通達文構成例＞ 

（P.11 参照） 

B.国内発生時 

＜通達文構成例＞ 

（P.19 参照） 

C.対応強化地域見直

し時＜通達文構成

例＞（P.26 参照） 

”

 

”

‗

’

„

 

‖ ῲ ‗ ”  

項番 A-0 
タイトル・背景・主
旨説明 
（P.12 参照） 

項番 A-1 
事態の深刻性に対す
る現時点での当社の
評価（P.13 参照） 

項番 A-2 
本社対策本部および
社員相談窓口の設置
（P.14 参照） 

項番 A-3 
出国予定者向け指示
事項 
（P.15 参照） 

項番 A-4 
渡航中の者向け指示
事項 
（P.16 参照） 

項番 A-5 
帰国予定者向け指示
事項 
（P.17 参照） 

項番 A-6 
海外拠点の当面の事
業継続方針 
（P.18 参照） 

項番 B-0 
タイトル・背景・主
旨説明 
（P.20 参照） 

項番 B-1 
事態の深刻性に対す
る現時点での当社の
評価（P.21 参照） 

項番 B-2 
全地域で行うこと 
（P.22,23 参照） 

項番 B-3 
対応強化地域で行う追
加的感染拡大防止策 
（P24 参照） 

項番 B-4 
当面の事業継続方針
について 
（P.25 参照） 

項番 C-0 
 タイトル・背景・
主旨説明 
（P.27 参照） 

項番 C-1 
削除される地域 
（P.28 参照） 

項番 C-2 
追加される地域 
（P.28 参照） 

項番 C-3 
見直し後の対応強化
地域 
（P.28 参照） 
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‗  

 

対策本部で決定した職場での対応事項を通達発信するタイミングは、主に状況の変化（病原性、国

外国内の流行状況、国や自治体からの要請事項等）により、それまでに定めた対応の見直しが迫られ

るときであるといえます。前頁の「１．本章の構成」で示した発信時期例（A.～C.）や周知項目例は、

これらのほんの一例に過ぎず、実際にはもっとタイムリーに、その時点で周知できる項目にタイミン

グを分けて発信することも十分ありえます。 

後記 P.11 以降の文例は、ある架空の企業（想定は次頁のとおり）が、事態の深刻性に関する ”

Ό ║ ‗‾ ‖Ῥ‒‍‍‼᾿ ’⁯‚Ή „ ῌ‗  、これに

基づき、強めの初動をとることを目標にして発信する通達の主旨（骨子）の例です。（実際に各組織

で発信する場合には、各組織の実情に合わせて内容を見直すことが必要です。） 

新型インフルエンザは、海外発生・国内発生を経てすでに国内で本格的な流行が始まっている状況

ですが、本章では、今後病原性の高いウイルス（あるいは感染症）や治療薬に耐性のあるウイルスが

海外から流行した場合にも参考になるよう、また、それらが国内から発生した場合にも応用できるよ

う、「海外発生時」や「国内発生時」を中心に解説しています。 

なお、大流行が懸念される今秋に向けては、早急に、手洗い・うがい、体調管理、発熱時には出社

しないといった通常のインフルエンザ対策の再徹底や、 ” （下記ご参考（問２））にも掲

げられている「基礎疾患を有する者等」を守るための対応を検討し、職場向けに再徹底することが望

まれます。【資料④(P.34)参照】【資料⑪(P.41)参照】 

 

  ” ₐ└↔⌂ₔ└₭” ‗ ” ”  

厚生労働省ホームページ「新型インフルエンザ対策本部による「基本的対処方針」に関するＱ

＆Ａ」（7月 23日改訂）より抜粋。 

” ₐ└↔⌂ₔ└₭” „‘”⁭ῲ‚ ῴ⁵‟΅΅‖ Ὸ῀ 

１．今回の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）は、 

(1)  感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回復しており、 

(2)  抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効である 

など、季節性インフルエンザと類似する点が多い。 

２．他方、季節性インフルエンザとの最大の違いは、季節性インフルエンザでは、高齢者

が重篤化して死亡する例が多いのに対し、今回の新型インフルエンザでは、海外の事例

によれば、基礎疾患（糖尿病、ぜん息等）を有する者を中心に重篤化し、一部死亡する

ことが報告されていることです。 

３．なお、潜伏期間は１日から７日とされています。 

” ₐ└↔⌂ₔ└₭ ” „᾿ ‖ Ὸ῀ 

今般の新型インフルエンザ対策の実施に当たっては、（問１）のようなウイルスの特徴を

踏まえ、  

(1)  国民生活や経済への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、  

(2)  基礎疾患を有する者等を守る 

という目標を掲げています。 
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‖  ⁴  

 

 

 ̧ ╦ 

 ̧  

 ̧  

 ̧  

 ̧ ᾿  

 ̧ ᾿ 1  

               ṷ ₡↔₉₰║  

               ṷ    

               ṷ  

 ̧ ₮₰Ω√ 

               ṷ ₀  ⁴₮₰Ω√ 

               ṷ€╒ↄ╒„ ₡↔₉₰‚  ⁵―΅⁴῀ ῷ⁭• ” ‚„

₦≤ₐ₈└⅍ Ό  ⁵―΅⁴῀ 

  

ͨ ₐ└↔⌂ₔ└₭ ” ║ „ ∆╒₯”‗ῷ⁯῀ 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：上掲想定企業は、内閣府「事業継続計画（ＢＣＰ）の文書構成モデル例 第一版」に登場するＡ機械工業を筆者にて修正 

  

 

 

 

 
 

 
 ר

 ש

 ת
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P.14 ⁴  

ͨ ” ‗    【 】は、担当が感染したときの代行者。 

 メンバー 役割 

 
 

社 長 【 副 社
長】 

○○執行役員
【○○役員】 

・全体総括・指揮および判断 

・対策本部の設置、本事業継続計画等の
実行指揮 

・協力会社等への支援要請 

 
○○部長 

【○○部長】 

・感染予防・拡大防止策の検討、指示 

・感染者への対応指示 

・従業員等への感染状況の確認と集約 

・保健所・医療機関等の対応窓口 

 
○○部長 

【○○部長】 

・発生・感染情報等の収集、集約、一元
管理 

・株主・マスコミ等への情報発信等 

・新型インフルエンザ関連ホームページ
の運営 

・顧客等からの問合せ対応 

₮₰
Ω√  

○○部長 

【○○部長】 

・社内イントラネット等（在宅勤務体制
を含む）の維持管理 

・主要システムの維持管理 

・通信連絡手段の確保 

・外部委託システム業者等への対応依頼 

 

○○部長 

【○○部長】 

・重要業務の業務運営体制の検討と国内
各部門・各拠点への対応指示 

・本社・国内各拠点の閉鎖、全社的な業
務自粛に関する対応窓口 

 

○○部長 

【○○部長】 

・海外駐在員・その家族、海外出張者の
帰国支援 

・国外拠点の閉鎖、業務自粛に関する情
報集約、対応 

・重要業務の業務運営に関する情報集
約、対応、指示 

 
○○部長 

【○○部長】 

・行政・業界団体、地域との調整 

・官公庁、地域住民等への対応 

 ○○部長 

【○○部長】 

・備蓄品、消耗品の調達・配備 

・対策本部員の弁当、泊込み等の生活支
援 

 ○○部 ・対策本部の設営・運営、本部長支援 

・事業稼動状況に係る情報の収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

（原則、各職場管理職が兹務） 

 

”  
 

・業務運営資源にかかる情報
把握や対応判断のリーダー 

・管理下従業者に対する教育
リーダー 

・職場で患者が発生した場合
の対応リーダー 

・職場内の衛生確保リーダー 
 
（P.14 に戻る）（P.22 に戻る） 

 

＜補足＞ 

※1:上表は、「～新型インフルエンザ対策～食品事業者等のための事業継続計画（簡易版）策定及

び取組の手引き」（2009 年 6 月、農林水産省）別紙２と品川区の「インフルエンザマネージ

ャー」の概念を融合したものである。 

※2:感染症対策担当部門の管下に、各現場の管理職を「健康危機管理者」として位置づけている。

新型インフルエンザは長期間にわたり全職場で起こりうる課題のため、管理職者の労働衛生管

理業務の一環として上記のような「健康危機管理者」の業務を明確にし、各職場の新型インフ

ルエンザ対策推進および危機顕在化におけるリーダーシップを発揮させるものである。 

※3:各拠点施設責任者（事業所長等）は、こうした健康危機管理者を中心に拠点の対策チームを組

成し、各拠点の対策や対応を推進する。 

℅╒√ 感染リスクの調査、入館制限、衛生用品購入管理配布、拠点内従業者

への啓発等 

℅╒√ 同上 

℅╒√ 同上 

℅╒√ 上記の他、医療機関の調査、抗インフルエンザ薬の社内備蓄申請等 
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”  

（本章の構成（P.7）に戻る） 

 

₿ₐ⅍⌂║ ║  

 

 

 

 

 

 

” ‚  ⁴ ‖” ”  

 

 

 

ῷ⁭• ”  

 

 

 

῾  

 

 

 

” ῾  

 

 

 

 

῾  

 

 

 

 

” ” ‚–΅― 

 

 

 

 

 

  

⇒ここに入る文例は P.12 参照 

⇒ここに入る文例は P.14 参照 

 

⇒ここに入る文例は P.15 参照 

 

⇒ここに入る文例は P.16 参照 

 

⇒ここに入る文例は P.17 参照 

 

⇒ここに入る文例は P.18 参照 

 

⇒ここに入る文例は P.13 参照 
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  （本章の構成（P.7）に戻る） 

₿ₐ⅍⌂║ ║  

 

῏ ₐ└↔⌂ₔ└₭ ῐ 

 ‍ ₐ└↔⌂ₔ└₭‚  ⁴ ” ‚–΅― 

 

X 国で人への感染が拡大している感染症について、本日、WHO（世界保健機関）は、新

型インフルエンザのパンデミック警報レベルを新型インフルエンザ発生を意味する「フェー

ズ４」に引き上げる宣言を行いました。 

また、わが国の外務省「海外安全ホームページ」でも、X 国への「不要不急の渡航は延期

して下さい」との渡航情報【資料集②】が発せられました。 

つきましては、社内外における感染拡大防止及び当社事業継続のため、当面の当社の対応

を下記の通りお知らせします。根拠のない情報に惑わされることなく、冷静に行動して下さ

い。 

 

 

 

・発信の背景には、信頼できる情報源からの発信内容を盛り込むとよいでしょう。 

・適時の周知には、監視者や危機レベル判断者が必要です。また、その者らが不在時にも対

応できるよう代行者も定めておきます。代行者は、第三順位や第四順位まで等、地震を想

定した場合よりも多くすることが望まれます。 

・監視項目と情報入手先については、資料集① ③ ⑥ ⑦を参照してください。 

・公的機関の情報は公表が遅れることもあり、判断材料が 100％集まることを待っていると

対応が遅れることがあります。発信のタイムリミット（海外発生当日中など）を意識し、

情報が 100％集まらない状況でも、自社独自で判断しなければならない場面もあることを

想定しておきましょう。 

・信頼できる取引先の危機管理担当者等と情報交換できるよう、平素から人脈を築いておく

こともひとつの方策です。 

’

 

（チェック） 

□ 監視者、監視項目と情報入手先、入手先の発信日時（資料集① ③ ⑥ ⑦参照） 

□ 監視者から報告を受け、対策本部会議開催等の必要性を判断する危機レベル判断者の選定 

□ 対応策実施による負の影響を最小限に抑えるための選択肢 

□ 法的な課題の整理 

□ 取引先との協議 

□ 周知文書の文例 

□ 教育・訓練 

 

 

※監視者、監視項目と情報入手先、監視者から報告を受け対策本部会議開催等の必要性を判断する危

機レベル判断者の選任、周知文書の文例、教育・訓練など、各項に共通する準備事項は、原則とし

て次頁以下の各項での記載を省略します。 
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  （本章の構成（P.7）に戻る） 

” ‚  ⁴ ‖” ”  

 

今回の事態の深刻性について、現時点で WHO（世界保健機関）や国としての見解は明確

には定まっていない。しかし、X 国では死亡事例も報告されている一方で、まだ日本人に対

する健康被害の大きさは不明であるため、現時点での当社としての事態の深刻性の評価は、

不明とし、やや強めの初動対応（中程度）で臨むこととする。 

なお、新たな情報が得られた場合には、適時評価の見直しを行う。 

 

・「事態の深刻性」とは、病原性*等の様々な因子からもたらされている結果（発生した被

害）情報から推定される、社会に対する当面の深刻性をいいます。「事態の深刻性」は、ウ

イルスの病原性や感染力の他、宿主（ウイルスが共生する生物、ここでは人）固有のぜい弱

性や各国の医療体制や対策状況等によっても異なりますので、わが国における「事態の深刻

性」を自社なりに評価する際には、欧米などの先進国での被害状況をベースに、途上国での

被害状況も加味して総合的に評価することが考えられます。【資料集①(P.30)参照】 

*病原性とは、病原体が病気を引き起こす性質またはその程度を意味します。例えば、どんな人

にどんな症状をもたらし、どの程度重症化するか、というようなことです。 

・なお、米国では、「Pandemic Severity Index」として新型インフルンザの深刻度を致

死率等により概ね次のような５段階に定め、あらかじめ準備している各感染拡大防止策の

推奨度合いを大まかに定めています。 

  

 

‚  ⁴ 20

‖”  

” ”  

”  ”  
”
⁞  ”  

 0.1 未満 季節性インフルエンザ ⇒一般的に推奨されない 

 0.1～0.5 香港かぜ、アジアかぜ ⇒年齢別罹病率や地理的分布や悪影響

の大きさ等を熟慮して選択を考慮する  0.5～1.0 なし 

 1.0～2.0 なし 
⇒一般的に推奨される 

 2.0 以上 スペインかぜ 

出所：米国 DHHS（Department of Health & Human Services：保健社会福祉省）・CDC（Centers for 

Disease Control and Prevention：米国疾病対策予防センター）、「Interim Pre-pandemic Planning 

Guidance:Community Strategy for Pandemic Influenza Mitigation in the United States 」の p32 

Table 1.、p36  Table 2. 

・新型インフルエンザの発生初期においては、母数の尐なさや統計の信頼性などから、事態

の深刻性の決め手となる致死率の見極めは、現実には非常に困難といえます。国の対処方

針さえも未公表のような段階で自社の方針を示さねばならない場合には、危機管理の鉄則

として強めの初動を採用し、新たな知見判明時に迅速かつ柔軟に再考するという方針で臨

むのもひとつの方策です。 

’

 

（チェック） 

□ 監視者、監視項目と情報入手先の手配 

□ 監視者から報告を受け、事態の深刻性を判断する責任者や会議体の設置 
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 （本章の構成（P.7）に戻る） 

ῷ⁭• ”  

 

今般の健康危機を鑑み、○月○日、社長を本部長とする本社対策本部を設置した。今後全

社で広く共有すべきことを、適宜本社対策本部から発信するので、通達・メール等に留意し

指示に従うこと。 

なお、新型インフルエンザに関する社員相談窓口も以下の通り併せて設置したので、適宜

利用のこと。 

 

   

 ○○部  

║  ▽▽部  

 ××部  
 

 

・対策本部設置という、緊急事態における全社的な対応の検討・実施体制が明らかにされる

ことで、従業者やその家族の不安や混乱が軽減されます。 

・出張制限や出社制限など新型インフルエンザ対策の選択肢の多くは、従業者にとって未経

験の事態であり、多数の従業者が疑問を抱えることが予想されます。社員相談窓口を設置

し、どこに問い合わせすればよいか、を明確にすることで現場の照会ロードを軽減し、本

部は照会内容を蓄積することで、効率的・効果的な対応を図ります。 

・新型インフルエンザは長期間にわたり全職場で起こりうる課題のため、管理職者の労働衛

生管理業務の一環として「健康危機管理者」の業務（P10.参照）を明確にし、各職場の新

型インフルエンザ対策推進および危機顕在化におけるリーダーシップを発揮させることが

有効と考えられます。 

・なお、本例では他の周知項目とあわせて本社対策本部設置を周知していますが、他の周知

事項に先駆け、本部と相談窓口の設置だけを先に周知することも考えられます。 

 

’
 

（チェック） 

□ 対策本部組織（P.10 及び【資料集⑤(P.35)】）の設置 

□ 対策本部設置基準の設定 

□ 相談窓口運営体制の整備 

□ 相談窓口用想定問答集の作成 
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 （本章の構成（P.7）に戻る） 

῾  

 

公私に関わらず、以下を遵守すること。なお、出国者は、渡航中や帰国時の留意事項とし

て、後記４．５．も熟読すること。 

 ”⌐∂⌂  

X  公私に関わらず、渡航自粛とする。 

X  ・外務省の渡航情報等*最新情報を確認し、不安がある場合は渡航を自粛する。 

・私的に出国する場合は、渡航先、渡航期間を所属長に報告する（書式自

由、電子メール可）。 

*渡航先の日本大使館や海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars.asp） 

や検疫所のホームページ（http://www.forth.go.jp/index.html）などを参照。 

 

・出国の制限では、適用地域（適用する行先範囲）と制限レベルを決めることが重要です。 

・今春の新型インフルエンザでは、外務省が 4 月 25 日、28 日にメキシコを対象に、30 日に

は米国、カナダなどその他の感染国を対象に渡航情報を発出しました。一方、厚生労働省

は、「症例定義」で定義するまん延している国又は地域として、5 月 1 日に、メキシコ、

カナダ、米国を指定しました。（ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-

kansenshou04/pdf/influ090501-01.pdf ） 

・上記のような公的情報や病原性に関する情報、医療体制や新型インフルエンザ対策が整っ

ているか、等を勘案して、適用地域と制限のレベルを決定することになります。上記例で

は、適用地域を 2 区分に分け、制限レベルを変化させています。 

・制限レベルについては感染地域の状況に応じて渡航禁止・渡航自粛（禁止までしないが渡航

の必要性をよく考える）などを検討します。また、自粛の牽制効果を高めたり万が一に備え

本部として把握するため、渡航に関する会社への報告を義務付けるのもひとつの方策です。 

・参考① 下記は、新型インフルエンザと定義される前に公表された 4 月 26 日付厚生労働省

事務連絡「ブタインフルエンザに関するＱ＆Ａ（保健所用：暫定版）」からの抜粋です。 

 ∞₤₮₪ ” ΌῬ⁴”‖ Ό᾿ ⁯ ‼⁴‰ῲΌ⁭΅‖ ⁬ῲῸ  

 現在、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命

令するものでもありませんが、外務省は感染症スポット情報を発表し、メキシコ、米国（中略）

で確認されたブタインフルエンザ（A/H1N1）について、渡航者らに注意を促しています。海外で

は、「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安

全対策に努めて下さい。今後、さらに情報を収集し、随時更新されますので、出発までの間は、

国からの発表を確認してください。 

・参考② P.18 に URL を記載している「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドラ

イン(A/H1N1 型版)」（2009 年 8 月 12 日、労働者健康福祉機構海外勤務健康管理センタ

ー作成）の P.12 では、海外出張の制限例として、先進国・後進国とも、重症度が重度の場

合は「推奨」、中等度の場合は「状況により推奨」、軽度の場合は「一般的に推奨なし」

としています。また、同 P.4 では、基礎疾患のある者や妊娠中の者は「できれば流行期間

中の海外渡航は控えた方がいいだろう」としています。 

’

 

（チェック） 

□ 国別の医療体制充実度、新型インフルエンザ対策推進度の調査 

□ 緊急連絡網の整備 

□ 新型インフルエンザ対策携帯カード【資料集⑨(P.39)参照】 

 
  

http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars.asp
http://www.forth.go.jp/index.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/influ090501-01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/influ090501-01.pdf


本誌は、2009 年 9 月 9 日現在の情報に基づき記載しています。 

 

日本興亜損害保険株式会社                  16            ｴﾇ･ｹｲ･ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 

 

  （本章の構成（P.7）に戻る） 

” ῾  

 

(1) 感染国に渡航中の者は、以下の感染拡大防止策を励行のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、今後は出国制限が行われたり、現地で十分な医療が受けられなくなる可能性もあ

るので、所属長と相談の上、退避が可能な者は退避時期を検討する。 

 

(2) 感染国以外に渡航中の者も、今後自身の渡航先が上記(1)のなお書き以下のような状況に

なることが予想されるので、感染国となった場合に備え今後の情報に十分注意するこ

と。 

 

※発生国の海外事業所勤務中の者については、当該事業所の指示に従うこと。 

 

 

・上記文例(1)は、4 月 28 日、外務省が海外安全ホームページで、発生国(メキシコ)に渡航し

ている者に対し注意喚起している内容【資料集②(P.31)参照】を参考にしたものです。 

・事態の深刻性が高い場合等には、渡航中の者に帰国を促すことも考えられます。 

・参考① 下記は、新型インフルエンザと定義される前に公表された 4 月 26 日付厚生労働省

事務連絡「ブタインフルエンザに関するＱ＆Ａ（保健所用：暫定版）」からの抜粋です。 

 ∞₤₮₪” „   ⁴‰ῲΌ⁭΅‖ Ὸ  

 現在、メキシコにおけるインフルエンザの発生動向を確認しているところです。収集した情報を

解析し、随時更新してゆく予定です。現時点では、帰国すべき状況とは判断できませんが、信頼

できる情報に基づいて行動してください。また、外出する際にはマスクを着用し、帰宅後は手洗

いとうがいを励行してください。 

・参考② P.18 に URL を記載している「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドラ

イン(A/H1N1 型版)」（2009 年 8 月 12 日、海外勤務健康管理センター作成）の P.12 で

は、海外勤務者の退避例として、重症度が重度の場合の後進国でのみ「状況により推奨」

とし、それ以外は「一般的に推奨なし」としています。 

’

 

（チェック） 

□ 業務で渡航中の者に対する感染拡大防止策（衛生用品等の備蓄【資料集⑱(P.50)参照】 

□ 海外事業所における、帰国者と残留者の選定 

□ 海外事業所に対して帰国を勧奨するタイミングを判断する基準の整理 

 

 
  

①十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。 

②外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マ

スクを着用する。 

③積極的に手洗いやうがいを行う。 

④ウイルスは粘膜を介して感染するので、うかつに目、鼻、口などの粘膜部分に手

で触れない。 

⑤発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず現地の医療

機関の診療を受ける。 
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  （本章の構成（P.7）に戻る） 

῾  

 

公私に関わらず以下を遵守すること。 

(1) 注意事項 

 内容 

1 空港等は混雑し感染リスクが高まるおそれがあるので、感染防止策を講じること 

2 帰国途上で発症した場合には、マスクを着用し感染拡大防止に努めること 

3 感染した場合には、企業人としての感染後の行動が重要になる。帰国にあたって

検疫所等から受ける注意事項や指示事項を遵守し、虚偽の申告を絶対しないこと 
 

(2) 帰国後の自宅待機期間 

 制限レベル 

X 国からの帰国

者 

帰国後 10 日間は自宅待機とする。インフルエンザ様症状が現われた

場合には、発熱相談センターに相談、所属長にも報告すること（所

属長は、所定に手順に従って対策本部宛報告） 

X 国以外からの

帰国者 

 

自宅待機は不要だが、帰国後 10 日間以内にインフルエンザ様症状が

現われた場合には、出社せず、発熱相談センターに相談、所属長に

も報告すること（所属長は、所定の手順に従って対策本部宛報告） 
 

※なお、海外来訪者についても上記原則を伝え遵守を求めること。ただし、X 国からの来訪者については、

マスク常時着用により「X 国以外からの帰国者」に準じて可とする。 

 

・上記文例はあくまでも一例です。帰国後の待機期間を設けるか否か、設ける場合は何日に

するか、帰国者一律（X 国・X 国以外を問わず）に設けるか、等、対応の効果と負の影響

も考慮し、自社がどれだけリスクを許容するのかがポイントになります。 

・上記待機期間例は、発生直後で情報が不足する中、国の「対策ガイドライン」（2009 年 2

月 17 日）P.15「２．濃厚接触者等に対する停留措置」で記載されている最大 10 日間の停留

措置を参考にした例です。この期間は、発生後に国が定める症例定義【資料集⑧(P.38)参

照】等を参考に見直されるもので、現在、厚生労働省のホームページ「新型インフルエンザ

に関するＱ＆Ａ(5 月 22 日版)」(9 月 3 日更新)の中では、下記の通り記載されています。 

 Ὸ⁮ ‒―Ὼ‍Ό ‗ ‚΅―‾ ΅‖ Ὸ ‴‍ ₀ ‚ ⁴ ‗„ ῾⁴‮

Ὼ‖ Ὸ  

 流行地からの帰国者については症状を認めなくとも、７日間は自宅で待機いただき、外出はなる

べく控えていただきくようにお願いしています。ただし、家族と一緒に食事をしたり、同じ部屋

で過ごすことは構いません。会社等外出する必要がある場合は、呼吸器症状がなく、完全に健康

な状態であることを前提として、マスクをして外出することは禁止していません。家族に感染症

に弱い方がいる場合には、なるべく居室を分けるなどの工夫をして、７日間は接触を減らすよう

に注意してください。うがい・手洗い・咳エチケットなどの予防行動を心がけ、風邪症状の兆候

（のどの痛み・倦怠感など）があれば、すぐに保健所に連絡してください。 

・帰国時の従業者による当局への虚偽申告や情報提供遅延は企業イメージのダウンにつなが

ります。従業者に対し、企業人としては特に感染後の対応が重要であることを理解させま

す。また、感染国からの来訪者に対しても、どのように対応するか、備えます。 

’

 

（チェック） 

□ 国の「対策ガイドライン」（2009 年 2 月 17 日）（本項では、特に水際対策に関するガ
イドラインなど）の理解 

□ 感染可能期間や潜伏期間に関する基礎知識の習得 

（厚生労働省が今春開示した発生初期の症例定義では、症状がある者のうち何日以内にまん延国に滞在

していた者を疑似症患者として届け出るか、感染可能期間とはどういうものかを定義しており、参考

になります。【資料集⑧(P.38)太枠内参照】） 
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  （本章の構成（P.7）に戻る） 

” ”  

 

当社中国現地法人において、現時点で被害等は発生しておらず、当面の方針は次の通りであ

る。状況変化があった場合には別途関係者に通知する。 

 

海外拠点 内容 停止する業務 

中国現地法

人 

状況監視を続けながら、通常レベ

ルで業務を継続する。当局の指示

があれば、それに従う。 

現時点では、該当なし。 

 

 

 

・国内事業に影響を与える海外事業の動向と当面の方針を周知することで、不安や混乱を軽

減します。 

・海外拠点の事業に影響のある取引先（仕入れ先、販売先）の動向にも注意します。 

・海外派遣企業向けの対策ガイドラインとしては、労働者健康福祉機構海外勤務健康管理セ

ンターより、２種類のガイドラインが策定されており参考になります。 

①「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン(A/H1N1 型版)」（2009 年 8

月 12 日） 

→ http://www.johac.rofuku.go.jp/h1n1_20090812.pdf 

②「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」（2007 年 5 月 18 日改訂） 

→ http://www.johac.rofuku.go.jp/guideline3.pdf 

※ ②は、高病原性鳥インフルエンザ(A/H5N1 型)を想定したものです。 

’

 

（チェック） 

□ 海外現地法人の事業継続計画（守るべき業務や必要要員の特定、危機管理体制、情報の収

集と提供、予防接種・予防教育、物品の備蓄【資料集⑱(P.50)参照】、退避のための準

備、残留する場合の準備） 

□ 医療水準、当該国の新型インフルエンザ対策行動計画の有無、直行便の有無等の調査 

□ 残留者や現地スタッフとの事前協議 

□ 海外事業所と本社の緊急連絡網の整備 

 

 

 

 

  

http://www.johac.rofuku.go.jp/h1n1_20090812.pdf
http://www.johac.rofuku.go.jp/guideline3.pdf
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”  

（本章の構成（P.7）に戻る） 

 

 

₿ₐ⅍⌂║ ║  

 

 

 

 

 

 

 

” ‚  ⁴ ‖” ”  

 

 

 

 

 

‖ ῲ ‗ 

 

 

 

 

 

‖ ῲ  

 

 

 

 

 

”  

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒ここに入る文例は P.20 参照 

⇒ここに入る文例は P.21 参照 

 

⇒ここに入る文例は P.22,23 参照 

 

⇒ここに入る文例は P.24 参照 

 

⇒ここに入る文例は P.25 参照 
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  （本章の構成（P.7）に戻る） 

₿ₐ⅍⌂᾿ ║  

 

῏ ₐ└↔⌂ₔ└₭ ῐ 

 ‍ ₐ└↔⌂ₔ└₭‚  ⁴ ” ‚–΅― 

 

○月○日、政府新型インフルエンザ対策本部が、Ｙ県ＹＹ市におけるわが国初の新型イン

フルエンザ発生を発表しました。今後地域ごとに異なった流行状況を呈し、当社従業者の欠

勤率も地域ごとに異なって推移することが予想されます。 

当社では、実施する感染拡大防止策が平常業務に与える影響をできるだけ抑えるため、各

職場やその周辺地域での流行状況に応じて、対応を変化させる方針で臨みます。したがっ

て、従業者のみなさんは自分の職場や通勤経路が属する地域がどのような状況に置かれてい

るか、自治体情報等の日々の監視に努めて下さい。 

なお、被害規模が長期にわたって変動する今回のような未知の脅威に対しては、適時適切

の見直しが当たり前となりますので、忍耐強く、また変化への対応に遅れることがないよう

柔軟に臨んで下さい。 

下記に当面（本日より×月××日まで）の対応をお知らせしますので周知徹底下さい（即

日実施）。その後の対応については、遅くとも当面の対応期限の 3 日前までに別途通知いた

します。 

 

 

・予め計画した計画と現実に発生している事象とを照らし合わせ、改めて、当面の国内対応

方針を周知します。 

・今後の状況変化等により対応の見直しが当たり前にあることを予告・啓発することが、今

後の方針変更があった場合の従業者の不平や被害者意識等の抑制に資すると考えます。 

・当面の対応の適用期間として、2 週間程度の期間を明確にすることで 2 週間以上先の予定

への影響を低減するのもひとつの方策です。 

 

’

 

（チェック） 

□ 監視者、監視項目と情報入手先、入手先の発信日時（資料集① ③ ⑥ ⑦参照） 

□ 監視者から報告を受け、対策本部会議開催等の必要性を判断する危機レベル判断者 

□ 対応策実施による負の影響を最小限に抑えるための選択肢 

□ 法的な課題の整理 

□ 取引先との協議 
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  （本章の構成（P.7）に戻る） 

” ‚  ⁴ ‖” ”  

 

これまでの症例からウイルスの病原性に関するいくつかの見解が出されているが、事態の

深刻性に関する現時点で日本政府の見解は明確には定まっていない。日本人発症例がまだ尐

なく依然として日本人に対する健康被害の大きさは不明であるため、当社では、引き続き事

態の深刻性は不明と評価し、やや強め（中程度）の国内発生時対応で臨むこととする。 

なお、新たな知見が得られた場合には、適時評価の見直しを行う。 

 

・「事態の深刻性」とは、病原性*等の様々な因子からもたらされている結果（発生した被

害）情報から推定される、社会に対する当面の深刻性をいいます。「事態の深刻性」は、ウ

イルスの病原性や感染力の他、宿主（ウイルスが共生する生物、ここでは人）固有のぜい弱

性や各国の医療体制や対策状況等によっても異なりますので、わが国における「事態の深刻

性」を自社なりに評価する際には、欧米などの先進国での被害状況をベースに、途上国での

被害状況も加味して総合的に評価することが考えられます。【資料集①(P.30)参照】 

*病原性とは、病原体が病気を引き起こす性質またはその程度を意味します。例えば、どんな人

にどんな症状をもたらし、どの程度重症化するか、というようなことです。 

・なお、米国では、「Pandemic Severity Index」として新型インフルンザの深刻度を致

死率等により概ね次のような５段階に定め、あらかじめ準備している各感染拡大防止策の

推奨度合いを大まかに定めています。 

  

 

‚  ⁴ 20

‖”  

” ”  

”  ”  
”
⁞  ”  

 0.1 未満 季節性インフルエンザ ⇒一般的に推奨されない 

 0.1～0.5 香港かぜ、アジアかぜ ⇒年齢別罹病率や地理的分布や悪影響

の大きさ等を熟慮して選択を考慮する  0.5～1.0 なし 

 1.0～2.0 なし 
⇒一般的に推奨される 

 2.0 以上 スペインかぜ 

参考：米国 DHHS（Department of Health & Human Services：保健社会福祉省）・CDC（Centers for 

Disease Control and Prevention：米国疾病対策予防センター）、「Interim Pre-pandemic Planning 

Guidance:Community Strategy for Pandemic Influenza Mitigation in the United States 」の p32 

Table 1.、p36  Table 2. 

・新型インフルエンザの発生初期においては、母数の尐なさや統計の信頼性などから、事態

の深刻性の決め手となる致死率の見極めは、現実には非常に困難といえます。国の対処方

針さえも未公表のような段階で自社の方針を示さねばならない場合には、危機管理の鉄則

として強めの初動を採用し、新たな知見判明時に迅速かつ柔軟に再考するという方針で臨

むのもひとつの方策です。 

’

 

（チェック） 

□ 監視者、監視項目と情報入手先の手配 

□ 監視者から報告を受け、ウイルスの病原性を判断する責任者や会議体 
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  （本章の構成（P.7）に戻る） 

‖ ῲ ‗ 

 

従業者のみなさんは以下を励行してください。 

(1) 現状認識と対応変更要否の確認 

①身の回りの状況変化を察知し的確に対応できるよう、自らがどのような状況に置かれ

ているか、次のような項目を日々監視する。 

 

 

・職場や業務活動地域周辺の自治体情報（地域の流行状況、対応状

況等） 

・取引先情報（流行状況、対応状況等） 

・従業者情報（居住地の流行状況、健康状況）など 

 ・居住地や通勤経路の自治体情報（地域の流行状況、対応状況等） 

・居住地のインフラ情報（流行状況、対応状況等） 

・自分や家族の健康状況 など 

②所属長を中心に現状認識を共有し、疑問点等を確認しあう。必要に応じ関係者間の対

話の場を設ける。 

(2) 権限代行ルールと緊急連絡網の再確認 

 

(3) 手洗い・うがい、咳エチケットの励行 

【資料集⑫(P.42)】「正しい手洗いの方法と咳エチケット」参照 

 

 

・対応による負の影響を最小限に抑えるため、本書では、全地域で行うことと、対応強化地

域（P3.「②注意地域について」参照）注意地域で追加的に行うことを分けて周知してい

ます。 

・対策本部としては、事態の深刻性や社内外の状況から、予め準備していた対策の選択肢

【資料集⑩(P.40)参照】から、どの対策を実施し、どの対策は実施しないか、を決定しま

す。 

・不在時にも対応できるよう代行者も定めておきます。代行者は、第三順位や第四順位まで

等、地震想定よりも多くすることが望まれます。緊急連絡網を再確認します。 

・感染拡大防止策については、労働衛生の問題として、所属長（健康危機管理者）の下、不

安全状態と不安全行動を各職場で明確化・監視再評価し、長期間にわたり職場実態に合わ

せて柔軟に対処することが望まれます。 

 

’

 

（チェック） 

□ 所属長（健康危機管理者）が監視する項目と情報入手先の手配 

□ 従業員が監視する項目と情報入手先の手配 

□ 職場の洗面所や入口に設置する、石鹸、うがい薬、紙コップ、手指消每剤の購入数、補充

管理方法の整備 

□ 緊急連絡網の整備 
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        （本章の構成（P.7）に戻る） 

‖ ῲ ‗ ​”  

 

 (4) 出社前健康確認、出社禁止・報告義務の遵守 

①出社前健康確認 

出社前、本人及び同居人のインフルエンザ様症状の有無を確認する。 

②「インフルエンザ様症状の有」時の出社禁止・報告 

疑われる症状が有った場合には出社せず上司に報告の上発熱相談センターに相談する。 
  

(5) 対応強化地域の把握及び当該地域への出張の自粛 

地域に応じた対応ができるよう当社として対応強化地域を指定する（当該地域での追加

的対応は後記（B.-3.）参照）。当面は以下の地域とし、当該地域への出張を自粛する。

なお、下記以外の地域では感染しないことを当社として保証するものではないので、各

自、場面に応じた感染防止策を励行のこと。また当該地域を変更する場合は別途通達等

で通知する。 

○○市、××市 

 
 

 (6) 職場内で発症者・接触者が出た場合の対応の徹底 

別紙（【資料集⑭(P.45)】【資料集⑮(P.46,47)】等を参考に自社の手順を作成）に基づき

適切な対応を行う。 

 

・二次感染はある程度仕方がないことです。より重要なことは、感染が判明したあとの行動

であり、他人にうつさないような適切な行動や適切な報告ができたかであり、そのような

文化の醸成が望まれます。 

・(4)②…休日での報告も徹底されていれば、例えば従業員から報告を受けた上司等が休日の

うちに代替要員を確保し、翌日からの代替要員での業務継続も可能となります。休

日も活用した復旧活動が、平日の業務レベル維持のキーとなります。 

        ※2009 年 8 月末現在の医療機関の受診方法は、【資料集⑬(P.43,44)】参照。 

・(5)…対応強化地域（P3.「②注意地域について」参照）への出張の自粛については、事態

の深刻性や感染地域の状況等において柔軟に判断します。また、当該地域の検討にあ

たっては、厚生労働省の感染症調査動向やインフルエンザ流行レベルマップ、一部都

道府県が市区町村単位で公表している、新型インフルエンザの集団発生により学校等

の休業（休校）措置が実施されている地域等を参考にすることが考えられます。【資

料集③(P.33)参照】 

・(6)…関係者とのリスクコミュニケーションのため、病原性や職場内発症時の地域の流行状

況を勘案しながら、社外公表の要否も検討します。【資料集⑯(P.48)参照】 

’

 

（チェック） 

□ 出社前健康確認から報告までのフロー 

□ 緊急連絡網 

□ 職場で発症者が出た場合の対応手順 

 
 

  



本誌は、2009 年 9 月 9 日現在の情報に基づき記載しています。 

 

日本興亜損害保険株式会社                  24            ｴﾇ･ｹｲ･ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 

 

  （本章の構成（P.7）に戻る） 

‖ ῲ  

 

前記(B.-2.(5)) で当社が対応強化地域とした地域では、原則以下を実施する。 

(1) 対人距離の確保、対人距離が確保できない場合のマスク着用 

できるだけ２メートル以上の間をあける。混雑した交通機関内等、距離が確保できない

場合にはマスクを着用する。 

 

(2) 不要不急の外出の自粛、対面会議・集会の自粛 

①不要不急の外出、訪問営業活動の自粛 

②不要不急の対面会議・集会・セミナー開催の自粛 

 

(3) 入館制限、外来者への注意事項案内掲示 

入館時の手指消每を義務付ける。このため入り口の数を減らし手指消每剤を設置する。

また、外来者の協力が得られるよう、ポスター【資料集⑰(P.49)参照】を掲示する。 

 

※就業時間外においても、上記に準じた行動を励行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・ウイルスの病原性に応じて、対応強化地域で行う追加的対応も柔軟に変化させます。対応

の選択肢のイメージは、【資料集⑩(P.40)】「事態の深刻性や地域に応じた対応の選択肢

検討イメージ」を参照して下さい。 

 

’

 

（チェック） 

□ 入館者対策用ポスターひな型【資料集⑰(P.49)参照】 

□ マスクや手指消每剤の備蓄【資料集⑱(P.50)】、配布方法（タイミング） 

 

 

 

 

 

  

＜対応強化地域という用語の取り扱いについて＞ 

○本通達で用いている「対応強化地域」という表現は、その地域に対し必要以上に警戒することを意図

するものではなく、地域に応じた対応を認識したり整理しやすくするために用いているものです。外

部関係者に意図に反した受け取られ方をされぬよう、また当該地域の風評被害発生につながらないよ

う、冷静な行動を心がけてください。 

○対応強化地域は事態の深刻性や流行状況等に応じて、今後適宜見直しを行います。 

＜対応強化地域を見直す状況例＞ 

a. 国内発生時に事態の深刻性が不明だったため強めの初動対応をしてきたが、これまでの知見で深刻

性が低いことが判明してきたので、対応強化地域を指定する必要がなくなった。 

b. 全国的な流行開始が予想されたため、対応強化地域を全国に拡大する必要が出てきた。 

c. ある地域（国外を含む）で病原性が高まったウイルスが多数確認され事態の深刻性も高まったため、

当該地域を対応強化地域に指定する必要が出てきた。  等 
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  （本章の構成（P.7）に戻る） 

” ‚–΅― 

 

(1) 停止しない業務と関連部門 

当社では、事業継続計画において、新型インフルエンザ流行時に停止できない業務を、

事態の深刻性と流行状況により予め計画してきた。前記（B.-1.）のとおり今回の新型イ

ンフルエンザの事態の深刻性については不明のため、やや強め（中程度）の国内発生時

対応で臨むとしており、当面停止しない業務については、計画書記載の「事態の深刻性

が中程度の場合に停止しない業務」とする（現時点で計画に追加・削除はなし）。 

(2) (1)の関連部門に追加する感染拡大防止策 

所属長宛に個別に通知する。 

(3) 感染拡大や病原性の悪化により(1)の業務継続が危ぶまれる場合の措置 

代替要員確保や操業度の見直しについて、対策本部と関連部門が適宜協議の上、決定す

る。 

(4) (1)を守るために積極的に停止する業務 

現時点で各職場に停止を指示する業務はない。しかし、今後、(1)の経営資源を確保する

ため、事業継続計画で定めた不急の業務を停止していく可能性があるので、停止手順を

確認しておくこと。 

 

 

・現実に発生している新型インフルエンザの事態の深刻性等を事前計画に当てはめ、「停止

しない業務」を再確認または見直しをします。【資料集⑲(P.51)】「（事態の深刻性別）

停止しない業務と必要な措置例」、【資料集⑳(P52,53)「業務資源確保のための各職場で

の選択肢検討チェックリスト例」参照）。 

・通達等で停止業務を周知する場面として、次の２種類が考えられますので、いずれの場合

にも対応できるように備えておきます。 

 場面 備考 

１．消極的停止 

 

欠勤率増等により、特に多くの職場

に影響するような業務を停止せざる

を得なくなった場合など 

各現場で止める業務を周知す

る。 

２．積極的停止 

 

停止しない業務の経営資源を確保す

るために、他の業務を戦略的に停止

するような場合など 

病原性が高くない場合には、

該当がない可能性もある。 

     

’

 

（チェック） 

□ 事態の深刻性別に定めた停止しない業務の選定 

□ 事態の深刻性別に定めた積極的に停止する業務の選定 

□ 停止しない業務向けの感染拡大防止策 

□ 業務資源確保のための各職場での選択肢検討チェックリストの作成 

□ 業務の停止手順の決定 
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”  Ό ‚’‒‍ ”  

（本章の構成（P.7）に戻る） 

 

 

₿ₐ⅍⌂║ ║  

 

 

 

 

 

 

 

  ⁵⁴  

 

 

 

 

 

  ⁵⁴  

 

 

 

 

 

  ”  

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒ここに入る文例は P.27 参照 

⇒ここに入る文例は P.28 参照 

 

⇒ここに入る文例は P.28 参照 

 

⇒ここに入る文例は P.28 参照 
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 ”  Ό ‚’‒‍  （本章の構成（P.7）に戻る） 

₿ₐ⅍⌂᾿ ║  

 

῏ ₐ└↔⌂ₔ└₭ ῐ 

ₐ└↔⌂ₔ└₭ ‚ῷ῾⁴ ₀  ‴  

 

＜文例１：緩和地域と強化地域が混在の場合＞ 

新型インフルエンザの地域ごとの流行状況に変化があったことから、○月○日付通達で指

定した対応強化地域を下記の通り見直します。新たに追加された地域では、対応強化地域用

の感染拡大防止策を実行してください。また、削除された地域では、今回の対応で見つかっ

た課題を職場で話し合い、次の流行に備えてください。 

 

＜文例２：病原性変化に伴う対応強化の場合＞ 

新型インフルエンザの病原性に変化があったことから、○月○日付通達（Ｂ－２．(5)）で

定義した対応強化地域を下記の通り設定します。指定された地域では、対応強化地域用の感

染拡大防止策を実行してください。 

 

 

 

・対策実施による負の影響を最小限に抑えるためにも、指定した対応強化地域は状況に応じ

た見直しが必要です。 

・＜対応強化地域を見直す状況例＞ 

a. 国内発生時に事態の深刻性が不明だったため強めの初動対応をしてきたが、これまで

の知見で深刻性が低いことが判明してきたので、対応強化地域を指定する必要がなく

なった。 

b. 全国的な流行開始が予想されたため、対応強化地域を全国に拡大する必要が出てき

た。 

c. ある地域（国外を含む）で病原性が高まったウイルスが多数確認され事態の深刻性も

高まったため、当該地域を対応強化地域に指定する必要が出てきた。  等 

・対応強化地域の検討にあたっては、厚生労働省の感染症調査動向やインフルエンザ流行レ

ベルマップ、一部都道府県が市区町村単位で公表している、新型インフルエンザの集団発

生により学校等の休業措置が実施されている地域等を参考にすることが考えられます。

【資料集③(P.33)参照】 

・信頼できる取引先の危機管理担当者等と情報交換できるよう、平素から人脈を築いておく

こともひとつの方策です。 

’

 

（チェック） 

□ 対応強化地域情報の監視者、監視項目と情報入手先の手配 

□ 監視者から報告を受け、対応強化地域の見直しを判断する責任者や会議体の設置 

□ 対応策実施による負の影響を最小限に抑えるための選択肢の設定 

□ 法的な課題の整理 

□ 取引先との協議 
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 ”  Ό ‚’‒‍  （本章の構成（P.7）に戻る） 

 ⁵⁴ ᾿  ⁵⁴ ᾿   ”  

 

（ここでは、下記の一表で記載しています） 

   ’‘  

 

⁵⁴  

○○市 

 

即日実施（あるい

は○月○日より） 

 

 

⁵⁴  

××市 

 

即日実施（あるい

は○月○日より） 

 

 

上記による見直し後の対応強化地域は以下のとおり。 

なお、下記以外の地域では感染しないことを当社として保証するものではないので、各自、

場面に応じた感染防止策を励行のこと。 

  該当地域（学区など） 備考 

 

   

   

 ××市  

   

   

   

   

 △△市  

 

₈₯₈║    

║  Ｘ国  

≢╒⌠№←    

   

₈↔≥₢    

※対応強化地域での制限事項等については今回見直しなし（○月○日付通達を参照）。 

 

・新たな知見等により対応強化地域向けの対応自体を見直す場合にはあわせて記載します。 

・海外発生期に渡航制限や帰国後の出社待機期間の対象とした国も対応強化地域の一種です。

こうした制限の見直しを、対応強化地域の見直し通達の中で行うこともひとつの方策です。 

・今秋以降の本格的な流行に備え、長野県から本年 8 月 28 日に以下の職場向けツール「新

型インフルエンザの流行に備えた職場の対応《かからない ひろげない》」が公開されてい

ます。http://www.pref.nagano.jp/eisei/hokenyob/kansen/0828newflu_jigyousyo.pdf 

  今般の新型インフルエンザ向けにポイントを押さえた周知項目を確認しておきましょう。 

’

 

（チェック） 

□ 対応強化地域情報の監視者、監視項目と情報入手先の設置 

□ 監視者から報告を受け、対応強化地域の見直しを判断する責任者や会議体 

 

 
 

  

http://www.pref.nagano.jp/eisei/hokenyob/kansen/0828newflu_jigyousyo.pdf
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₭└ₐ└↔⌂ₔ” ת ”   33 

Ό₦₰≤⁴  װ ΅‗  ⁵⁴ ⅞ₐ≥₰₦   34 

ῷ῾⁴‚ ױ ℅ₓ№₦≥₰⅍   35 

‚ ײ –≥└₦   36 

⅍╒₮ ׳   37 

 ״
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ᴆ ‚–΅―  46 

ᴇ ”−ₐ└⅍   48 
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ᴉ ” ” ῴ   50 
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 55 
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（P.2に戻る） （P.12に戻る） （P.13に戻る）（P.20に戻る）（P.20に戻る）（P.21に戻る）（一覧P.29に戻る） 

” ר ⁞ ”  

事態の深刻性や注意地域に関する当局からの公表が遅い等の場合には、下記（参考）の「情報提

供・共有（リスクコミュニケーション）に関するガイドライン」などの留意事項に、（１）

（２）などの要素も加味し、「判断不能」（よって、強めの初動を取る）というような選択肢も

含め、自社なりの見極めが望まれます。 

 

（１）海外 

・事態の深刻性に関するＷＨＯ（世界保健機関）の考え 

・先進国の被害状況、途上国の被害状況 

・厚生労働省が指定するまん延している国や地域の指定状況 

・外務省渡航危険情報 

・現地医療状況 

・当該国の計画策定状況 

・直行便発着状況、 

 

（２）国内 

・事態の深刻性や注意地域に関する国の考え 

・地域での死者・重症者発生状況 

・地域での医療の混乱状況 

・地域での社会機能の混乱状況 

・地域での学校・施設での集団感染発生状況 

・地域での職場集団感染発生状況 

 

（参考）： 

「情報提供・共有（リスクコミュニケーション）に関するガイドライン」（新型インフルエンザ

及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議、2009 年 2 月 17 日）にて記載された、国及び

地方自治体が情報収集する際の留意事項 

 海外発生情報 国内発生情報 

収

集

す

べ

き

情

報 

・発生国、地域 

・発生日時、発表日時 

・確定診断の状況等 

・健康被害の内容（症状、重症度等） 

・感染拡大の状況（家族以外への感染等） 

・現地での対応状況（初動対処の内容等） 

・住民、国民の反応 

・諸外国やＷＨＯ等関係機関の動き 

・情報の発信元及びその信頼度等 

・発生地域 

・発生日時、報道発表の状況 

・確定診断の状況等 

・健康被害の内容（症状、重症度等） 

・感染拡大の状況（家族以外への感染等） 

・現地での対応状況（初動対処の内容等） 

・住民、国民の反応 

・情報の発信元 

収

集

源 

・ＷＨＯ 

・諸外国 

・ＧＯＡＲＮ*1 

・研究者ネットワーク  等 

・検疫所からの報告 

・地方自治体からの報告 

・国立感染症研究所からの報告 

・法に基づく届け出*2  等 

*1 GOARN（Global Outbreak Alert and Response Network）…世界規模の流行の発生に対処するために、

2000 年に世界保健機関（WHO）が立ち上げた世界中の感染症関係機関等のネットワーク。感染者等の情報

収集、重要情報の発信、発生国における早期対応の技術的支援等を目的として運用されている。我が国では

国立感染症研究所が参加している。 

*2  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（1998 年法律第 114 号。以下「感染症法」とい

う。）第 12 条及び第 14 条の規定に基づき、医師等から届出が行われる。 
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（P.3に戻る）（P.12に戻る）（P.16.に戻る） （一覧P.29に戻る） 

Ή ש ∏╒√∆╒₯ῌ”  

当該ホームページでは、新型インフルエンザを含む各国の危険情報を「渡航情報」として発信し

ています。以下は、4 月 25 日と 28 日に発信された渡航情報からの抜粋です。 

 

 

Ή↔ₓ╒₱ ῌ Ὼ   ”  

4 月 25 日発信 渡航情報（スポット） 
「メキシコ及び米国の一部の州：H1N1 亜型由来豚インフルエンザの発生について」 
※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報

が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。  
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令

するものでもありません。  
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全

対策に努めてください。 
 
１．WHO（世界保健機関）事務局は、米国及びメキシコで発生している豚インフルエンザについて、これま
で両国で確認されているものとは異なる H1N1 亜型豚由来インフルエンザによるものであることを発表し
ました。 

WHO はまた、動物由来ヒトへの感染が見られる点、地理的に離れた場所でいくつかのコミュニティーに
またがって発生している点、通常のインフルエンザに比較的感染しにくい年齢層の感染が見られること等か
ら警戒を強めています。 

 
 ・米国カリフォルニア州、テキサス州で計 7 人の豚インフルエンザの感染が確認され、また 9 件の疑い例が

報告されている。 
 
 ・メキシコでは、4 月 23 日までに 882 件以上のインフルエンザに類似した感染例が疑われており、そのう

ち 62 人が死亡している。 
 
 ・メキシコの感染例のうち、18 件については、H1N1 亜型の豚由来インフルエンザである旨カナダの研究

機関において確認され、さらに内 12 件については、米カリフォルニア州の H1N1 亜型インフルエンザと
遺伝子的に同一である旨についても確認された。 

 
 ・この H1N1 亜型由来豚インフルエンザはこれまで豚・ヒトともに検出されていない。 
 
２．メキシコ、米国（メキシコとの国境周辺のカリフォルニア州・テキサス州）では、人込みを避け、衛生管
理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申
し出ください（帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた
旨をお知らせください。）。 

  その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥 及び新型インフルエンザに関す
る Q＆A」を御参照ください。 

 （ http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html ） 
 
 
（問い合わせ先） 
 ○外務省領事局政策課（海外医療情報）…以下略 
 

 

 

（次頁に続く） 
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（前頁より続く） 

Ή↔ₓ╒₱ ῌ Ὼ   ”  

4 月 28 日発信 渡航情報（危険情報） 
「感染症危険情報（メキシコ）の発出」 
※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報

が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。  
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令

するものでもありません。  
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全

対策に努めてください。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
《渡航者向け》 
    ：「不要不急の渡航は延期してください。」 
《在留邦人向け》 
    ：「不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止

対策を徹底してください。」「今後、出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられ
なくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してくださ
い。」 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－   
別添資料 
なし   
  
☆詳細については、下記の内容をよくお読みください。 
 
１．概況 
（１）メキシコでは、豚インフルエンザと確認された死亡者が 20 人、豚インフルエンザと疑われる死亡者も

合わせると 149 人もの死亡者が発生しています。 
 
（２）また、米国、カナダをはじめ多くの国で、メキシコから帰国した渡航者に豚インフルエンザの感染ある

いは疑い症状がみられています。 
 
（３）このような状況を受け、4 月 28 日、世界保健機関（WHO）は緊急専門家会合を開催し、メキシコで発

生していた豚インフルエンザのウイルスが、人から人に容易に感染している状態であることを踏まえ、警
戒レベル（フェーズ）を 3 から 4 に引き上げました。 

 
（４）つきましては、メキシコに渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキ

シコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどま
り、感染防止対策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が
受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してくだ
さい。 

 
２．わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める新型インフルエンザが蔓延している国・地域
（メキシコ、米国、カナダ）から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状が
ある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますの
で、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健
康相談室にお申し出ください（帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域
に渡航していた旨をお知らせください。）。 

 
３．感染防止対策 
  下記の点に留意し、感染防止に努めてください。 
（１）十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。 
 
（２）外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。 
 
（３）積極的に手洗いやうがいを行う。 
 
（４）ウイルスは粘膜を介して感染するので、うかつに目、鼻、口などの粘膜部分に手で触れない。 
 
（５）発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず現地の医療機関の診療を受ける。 
 
４．現在、多くの国においては、入国時の健康チェック（体温確認等）が行われています。その際、発熱、イ
ンフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求めら
れる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型イン
フルエンザ相談窓口発熱相談センター （  http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-
02.html ） 等にご相談されることをお勧めします。 

 
（問い合わせ先） 
 ○外務省豚インフルエンザ相談窓口…以下略 
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（P.3に戻る）（P.12に戻る）（P.20に戻る）（P.23に戻る） （P.27に戻る） （一覧P.29に戻る） 

₭└ₐ└↔⌂ₔ” ת ”  

 

次のような公的資料が公開されています。 

 

‚  ⁴  ῷ⁭​”

 

᾿  

1.Ήₐ└↔⌂ₔ└₭ ⌐∂⌂∕№↨ῌ

 

https://hasseidoko.mhlw.go.jp/Hasse

idoko/Levelmap/flu/index.html  

 

 

前週分を

毎週金曜

日に更新 

・都道府県別 

・警報レベル（赤色３段階）／注意報

レベル（黄色３段階） 

・上記レベルの該当保健所数、保健所

地域ごとに上記レベルを色分けした

マップ、過去 10 週分の上記該当保

健所数割合の推移グラフ） 

・下記 2.の「定点当たり報告数」など

がベースになっています。 

2.Ή ║

℮╒₿ῌ  

http://idsc.nih.go.jp/idwr/sokuho/index.h

tml  

（このうち、「定点把握疾患（週報

告）、報告数・定点当り報告数、都道

府県別」に都道府県別データあり） 

前々週分

を毎週火

曜日に更

新 

・疾病別、都道府県別 

・報告数・定点当り報告数 

 

＊厚生労働省は、例年、本データの

「定点当り報告数」が、総数で

「1.00」を超えると、インフルエン

ザの全国的な流行が始まったと考え

ています。 

＊データのみでコメントなし 

3.Ή ῌ

 

http://idsc.nih.go.jp/idwr/pdf - j.html  

前々週分

を毎週金

曜日に更

新 

・上記 2.のデータ等を元にグラフやコ

メントも交えた数十ページにわたる

レポートです。 

・ダイジェスト版と PDF版あり 

 

4.Ή₦≤₰₿╒€╒∂≤└₰‚⁭⁴

ῌ  

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influ

enza/houdou/2009/09/dl/infuh0902 - 01.pdf  

9 2 ”  

前週分を

毎週水曜

日に更新 

・都道府県別 

・保健所が把握したインフルエンザ様

症状患者の集団感染の発生総数（及

び前週からの増加数） 

・臨時休業を要請し実施した施設総数

（及び前週からの増加数） 

5. Ήₐ└↔⌂ₔ└₭

ῌ  

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/infrepor

t/report.html  

 

前週分と

累計分を

毎週火曜

日に更新 

・都道府県別 

・休校数、学年閉鎖・学級閉鎖学校

数、患者数（うち欠席者数）など 

 

 

上表の他都道府県でも、市区町村単位の情報など、より地域に密着した情報を公表しています。

地域の情報把握については、弊社情報誌「SEARCH-e」2009 年 8 月 31 日号外号 

（ http://www.nipponkoa.co.jp/corporation/risk_consulting/search/vol_07-09.pdf ） 

もご参照ください。 

 

https://hasseidoko.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/index.html
https://hasseidoko.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/index.html
http://idsc.nih.go.jp/idwr/sokuho/index.html
http://idsc.nih.go.jp/idwr/sokuho/index.html
http://idsc.nih.go.jp/idwr/pdf-j.html
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/09/dl/infuh0902-01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/09/dl/infuh0902-01.pdf
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/infreport/report.html
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/infreport/report.html
http://www.nipponkoa.co.jp/corporation/risk_consulting/search/vol_07-09.pdf
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（P.8に戻る）（一覧P.29に戻る） 

Ό₦₰≤⁴  װ ΅‗  ⁵⁴ ⅞ₐ≥₰₦  

∏╒√∆╒₯Ή῍ₐ└↔⌂ₔ└₭Ὸ’ ῎ ΌῬ⁴ ῃ‭ῌ”€ₐ⅍⁭⁯  

 

新型インフルエンザに感染すると重症になるのですか？ 

いいえ、ほとんどの方が軽症で回復しています。 

ただし、持病がある方々のなかには、治療の経過や管理の状況によりインフルエンザ

に感染すると重症化するリスクが高いと判断される方がいます。とくに次の持病があ

る方々は、手洗いの励行、うがい、人混みを避けるなどして感染しないように注意し

てください。また、周囲の方々も、感染させないように配慮するようにしましょう。 

・慢性呼吸器疾患  

・慢性心疾患  

・糖尿病などの代謝性疾患  

・腎機能障害  

・ステロイド内服などによる免疫機能不全  

さらに、次に該当する方々についても、インフルエンザが重症化することがあると報

告されています。感染予防を心がけ、かかりつけの医師がいる方は、発症時の対応に

ついても相談しておきましょう。 

・妊婦  

・乳幼児  

・高齢者 

 

⅞ₐ≥₰₦ ‚  ⁴  

＊新たな知見等により内容が変更される可能性がありますので、常に最新の情報を入手して下さい。 

   

1. ‚ῷ῾⁴⅞ₐ≥₰₦

‚  ⁴ ” Ὼ 

2009 6 1  

国立感染症研究所感

染症情報センター 

http://idsc.nih.go.jp/disease/swine

_influenza/2009idsc/highrisk.html 

 

2. ”Ῥ⁴ ” ₐ└↔⌂

ₔ└₭ ║ ῾᾿

῾  

2009 5 25  

国立国際医療センタ

ー戸山病院 糖尿病

情報センター 

http://imcj-

dm.jp/center/topics_01.html 

 

3. ₐ└↔⌂ₔ└₭”  

”

║ ║  ₁ ῾  

2009 5 23  

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/ken

kou/influenza/dl/infu090523-

03.pdf 

4.  ―΅⁴ ‾ ῼ„

” ‚  ―” ₐ└↔

⌂ₔ└₭ H1N1 ‚  ⁴

Q&A 

2009 9 7  

日本産婦人科学会 http://www.mhlw.go.jp/bunya/ken

kou/kekkaku-

kansenshou04/pdf/02-03-01.pdf 

 

5.ₐ└↔⌂ₔ└₭ ‚ ⁴

‚–΅―  

”

2009 8 28  

厚生労働省新型イン

フルエンザ対策推進

本部 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/ken

kou/influenza/hourei/2009/08/dl/in

fo0828-02.pdf 

 

     
  

http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/highrisk.html
http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/highrisk.html
http://imcj-dm.jp/center/topics_01.html
http://imcj-dm.jp/center/topics_01.html
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/infu090523-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/infu090523-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/infu090523-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/02-03-01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/02-03-01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/02-03-01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/08/dl/info0828-02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/08/dl/info0828-02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/08/dl/info0828-02.pdf
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（P.14に戻る）（一覧P.29戻る） 

ῷ῾⁴‚ ױ ℅ₓ№₦≥₰⅍  

以下は、千葉県「企業・団体等における新型インフルエンザ対策のためのガイドライン」（2009 

年 3 月 27 日）記載の検討事項に、斜字部分を筆者にて加筆したものです。 

   

‚

 
‮
Ὼ

 

 

① 新型インフルエンザ発生時の企業・団体等における指揮・命令系統の確

保 
 

② 新型インフルエンザ対策本部についての検討  

③ 従業員等に対する新型インフルエンザに関する正しい知識の周知  

④ 新型インフルエンザ対策にあたる人員の確保  

⑤ 継続する業務と縮小あるいは中止する業務の選別  

⑥ 継続すべき業務に必要な人員の確保  

⑦ それぞれの職場に適した業務形態の確立  

⑧ 職種・職場の感染危険度に応じた感染予防対策  

⑨ 従業員等が発熱等の症状を呈した時の対策  

⑩ 職場での感染予防や拡大防止を行う際に必要となる資器材等の備蓄  

⑪ 従業員等との連絡体制の整備  

⑫ 従業員等に対する情報の提供  

⑬ 従業員等の相談等に応じるための相談センターの設置  

⑭ 業務を継続するうえで必要な関連企業との連携  

⑮ 同種企業・団体等との連携  

⑯ 海外に支店等がある場合の対策  

 
‍

‚

 
‮
Ὼ

 

 

① 新型インフルエンザ対策本部等の設置と情報収集の一元化  

② 事態の深刻性の見極め  

③ 注意地域の見極め  

④ 新型インフルエンザの職場への持ち込み防止対策の徹底  

⑤ 職場の感染危険度に応じた感染予防対策の実施  

⑥ 職場での新型インフルエンザ患者の早期発見と対応  

⑦ 従業員等の新型インフルエンザ感染状況等に関する情報の把握と周知  

⑧ 従業員の欠勤状況に応じた業務の縮小と従業する職員の健康管理の徹底  

⑨ 職場での消每用器材の設置  

⑩ 海外の支店等の従業員への対応  
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（P.12に戻る）（P.20に戻る）（一覧P.29に戻る） 

‚ ײ –≥└₦  

以下は、情報収集先のホームページの例です。対応方針や状況の変化に伴い、参照箇所や掲載内容

も逐次されますので、常に最新情報を入手されることをお奨めします。 

      

⁯‍΅  URL 
WHO や日本が定義してい

る発生段階において、現在

がどの段階かを知りたい 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html 

（厚生労働省より。画面の一番右側の上部をご覧ください。） 

日本政府の最新の対応状況

を知りたい 

http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html 

（首相官邸より） 

＊厚生労働省や検疫所、農林水産省、外務省などが発信している関連情報へもリン

クしています。 

なお、厚生労働省は、実務的な対応等に関する自治体等への事務連絡を以下のサイ

トで公表しており、参考になります。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/info_local.html 

国内の確定症例数を知りた

い 

7 月 24 日までは以下の公表様式で症例数が日々更新されていました。 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/07/dl/infuh0724-

05.pdf 

（厚生労働省の新型インフルエンザに関する報道発表サイトより） 

しかし、7 月 25 日以降は、患者の全数把握をとりやめ、以下（９月９日現在）の

公表様式で週 1 回ペースの公表に変化しています。 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/09/dl/infuh0909-

04.pdf 

なお、世界の確定症例数については以下の WHO のサイトやそれを翻訳した国立感

染症研究所のサイトが参考になります。 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/updates/en/index.html 

（ＷＨＯ（世界保健機関）より） 

http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html 

（国立感染症研究所より。ページ右下の「世界の報告数」をクリック） 

これまでの確定症例の分析

状況を知りたい 

「新型インフルエンザ確定患者の疫学情報 の中間取りまとめについて」（7 月 29

日、厚生労働省） 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/07/dl/infuh0729-

02.pdf 

「大阪府、神戸市における新型インフルエンザの臨床像 (第２報)」（6 月 10 日、

厚生労働省） 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/2009/06/0612-01.html 

また、全国保健所長会では、以下のサイトで「新型インフルエンザについての専門

家のご意見」を掲載しています。 

http://www.phcd.jp/shiryo/shin_influ.html 

症例（疑似症患者なども含

む）の定義が知りたい 

現時点では以下の 7 月 22 日版が最新です。この別紙 3 にあるように、発生からこ

れまでに数度の見直しが行われています。 

http://www.mhlw.go.jp/za/0729/d26/d26-02.pdf 

「新型インフルンザに関す

るＱ＆Ａ」を見たい 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/info_qa.html 

（厚生労働省より） 

地域の相談センターを知り

たい 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html 

（都道府県の新型インフルエンザ相談窓口に関する厚生労働省情報） 

渡航危険情報を知りたい／

各国にある日本国大使館の

情報を知りたい 

http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars.asp 

（外務省・海外安全センターより） 

＊このページの「５．（２）」に在外公館へのリンクボタンがあります。 

インフルエンザなどの感染

症の発生動向を調査した資

料が見たい 

国立感染症研究所では以下のサイトで、「感染症週報」を公開しています。

http://idsc.nih.go.jp/idwr/pdf-j.html 

＊この他、国立感染症研究所「インフルエンザ流行レベルマップ」はこちら↓ 

https://hasseidoko.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/index.html 

インフルンザ様疾患発生状

況（学校欠席数）を知りた

い 

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/infreport/report.html 

（国立感染症研究所より） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/syousai/1266888.htm 

（文部科学省より） 

 
  

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/info_local.html
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/07/dl/infuh0724-05.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/07/dl/infuh0724-05.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/09/dl/infuh0909-04.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/09/dl/infuh0909-04.pdf
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/updates/en/index.html
http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/07/dl/infuh0729-02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/houdou/2009/07/dl/infuh0729-02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/2009/06/0612-01.html
http://www.phcd.jp/shiryo/shin_influ.html
http://www.mhlw.go.jp/za/0729/d26/d26-02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/info_qa.html
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars.asp
http://idsc.nih.go.jp/idwr/pdf-j.html
https://hasseidoko.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/index.html
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/infreport/report.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/syousai/1266888.htm
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 （P.12に戻る）（P.20に戻る）（一覧P.29に戻る） 

⅍╒₮ ׳  

以下は、毎朝情報監視を実施しているＸ社の、6 月 XX 日朝の監視状況報告の例です。 

 

 

 

  Ὸ⁮”  6 XX ”  

⅍ ↓ №
₦ 

 

 ○○新聞朝刊：北海道、秋田で初
確認。 

－ 

 大きな変化察知できず。 － 

⅍ ↓ №
₦ 

 

 ○○国の日本人学校で 32 人が集団
感染。××国の全小学校幼稚園が 2
週間閉鎖に。 

－ 

”
 

（精査できず） http://www.jetro.go.jp/world/flu/inspect

ion/ 

JETRO ”
 

大きな記事なし http://www.jetro.go.jp/world/flu/asia.ht

ml 

 

‚⁭

⁴  

 
神奈川県（海老名市○○中学校区
に限る）追加 

・福岡県福岡市（○○中学校区に限る） 

・千葉県船橋市（○○中学校区に限る） 

・神奈川県（海老名市○○中学校区に限

る） 

 

変更なし 大阪府（大阪府、大阪市、高槻市、東大

阪市の各保健所所管地域） 

​”  変更なし 兵庫県、兵庫県神戸市、兵庫県尼崎市、

兵庫県西宮市 

 

 

 現地 6/11 WHO から集約発表ある
も 6/10 の WHO 発表を掲載したま
ま 

＜広域情報第 34 報＞ 

日本以外の該当国：計７２カ国・２地域 

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info.a

sp?num=2009T123 

”
 

更新なし 該当国・地域なし 

 
 

 
* Ό

Ὸ⁮
”  

・治療中又は経過観察中：107（＋36） 

・治癒したか調査中：7（－13） 

・治癒：394（+10） 

・計（累計患者数）：508（＋33） 

・観察中の濃厚接触者数：189（－56） 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/

influenza/houdou/2009/06/dl/infuh0611

-11.pdf 

 

 
 

WHO 累計感染者：28,774（＋1,037） 
累計死者：144（＋3＝ﾒｷｼｺ 2、ｺﾛﾝ
ﾋﾞｱ 1） 

http://www.who.int/csr/don/2009_06_1

1/en/index.html 

 

WHO⁞

”  

WHO ○○新聞朝刊：フェーズ６も引き
上げ。往来は制限せず。健康被害
の深刻度を 3 段階で新たに設定、
今回は中度に該当。 

フェーズ６ 

 
変更なし 5/22 基本的対処方針他 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/

influenza/dl/090522-03a.pdf 

 
変更なし（正午になっても厚労省
HP は、ﾌｪｰｽﾞ５のまま） 
○○新聞朝刊：厚生労働省担当者
コメントとして、「国内対応は現
状維持」 

 

 

  



本誌は、2009 年 9 月 9 日現在の情報に基づき記載しています。 

 

日本興亜損害保険株式会社                  38            ｴﾇ･ｹｲ･ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 

 

（P.17に戻る）（一覧P.29に戻る） 

₭└ₐ└↔⌂ₔ ״ A/H1N1 ‚  ⁴ ” ” ’  

厚生労働省は、今般の新型インフルエンザ患者、疑似症患者等の届出基準明確化のため、自治体

等宛に症例定義を発信し、ホームページ上でも公開しています。新たな知見や国内感染拡大に伴

い、これまでに数回改定されていますが、企業内の疑い患者定義や帰国後の自宅待機期間を設け

る際の参考に、「疑似症患者」の定義部分の変遷を以下に整理しました。 

 

 2009 4 29  

0429001  

5 9

0509001  

5 13

0513001  

5 22  

0522001  

7 22 0722

2  

 

咳や鼻水等の気道の炎症に

伴う症状に加えて、突然の

高熱、全身倦怠感、頭痛、

筋肉痛等を伴う 

同左 同左 「突然の高熱」以

下 が 、 「 高 熱

(38 ℃以上 ) 、熱

感、全身倦怠感な

どがみられる。ま

た、消化器症状

(下痢、嘔吐)を伴

うこともある」に

変更 

同左 

 

以下の①②③すべて満たす

者 

①38℃以上の発熱又は急性

呼吸器症状*1 がある 

②下欄のｱ)ｲ)ｳ)ｴ)のいずれ

かに該当する 

③インフルエンザ迅速診断キ

ットにより A 型陽性かつ

B 型陰性である（ただし、

A 型陰性 B 型陰性でも医

師が臨床的に感染を強く疑

う場合は疑似症患者） 

 

 

 

②の 4 つの要素

のうち、ｲ)が削

除 

 

 

 

②の 3 つ要素に

ある日数が 7 日

に短縮 

 

 

 

②の要件が削除 

 

 

③の要件が、「医

師が臨床的に強く

疑った場合とす

る」に変更 

「臨床的特徴を有する者

のうち、38℃以上の発熱

かつ急性呼吸器症状*4

のある者を診察した結

果、症状や所見から、医

師が新型インフルエンザ

を疑った場合とする。た

だし、年齢、基礎疾患、

服薬状況などの影響によ

って、38℃以上の発熱を

呈さない場合もあること

に留意する。」に変更 
      

 ｱ)10 日以内に、感染可能

期間*2 内にある新型イ

ンフルエンザ患者と濃

厚な接触歴*3 有り 

ｱ)同左 ｱ)「10 日」が

「7 日」に

短縮 

削除  

ｲ)10 日以内に、新型イン

フルエンザに感染して

いるもしくはその疑い

のある動物（豚等）と

の濃厚な接触歴*3 有り 

削除    

ｳ)10 日以内に、新型イン

フルエンザウイルスを

含む患者由来の検体

に、防御不十分な状況

で接触した者、あるい

はその疑いがある者 

ｲ)として同左 ｲ ) 「10 日」

が「7 日」

に短縮 

削除  

ｴ)10 日以内に、新型イン

フルエンザが蔓延して

いる国又は地域に滞在

もしくは旅行した者 

ｳ)として同左 ｳ ) 「10 日」

が「7 日」

に短縮 

削除  

*1 急性呼吸器症状(7 月 22 日以前の定義)…最近になって尐なくとも以下の 2 つ以上の症状を呈した場合をいう。 

                           i)鼻汁もしくは鼻閉、ⅱ)咽疼痛、ⅲ)咳嗽、ⅳ)発熱または、熱感や悪寒 

*2 感染可能期間…発症 1 日前から発症後 7 日目までの 9 日間とする。 

（上記はウイルスを放出する期間で、症状が現れるまでの期間である潜伏期間（様々な文献か

ら 1～7 日、中央値 3～4 日）」とは別の定義であることに注意する） 

*3 濃厚な接触歴…直接接触したこと又は 2 メートル以内に接近したことをいう。 

*4 急性呼吸器症状(7 月 22 日の定義)…最近になって尐なくとも以下の 1 つ以上の症状を呈した場合をいう。 

                           i)鼻汁もしくは鼻閉、ⅱ)咽疼痛、ⅲ)咳嗽 
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（P.15に戻る） （一覧P.29に戻る） 

ᴀ ₐ└↔⌂ₔ└₭ ₢╒ⅎ  

下図をベースに、海外渡航者向けには、以下のような項目などを追加するとよいでしょう。 

›Ὼ‮  ・家禽類と接触しない（鳥インフルエンザやその他の感染症対策として） 

・不用意に手で口や鼻や目に触れない（手に付いたウイルスが口などを通

して感染しないように） 

・夜更かし・無茶はしない（感染しにくい体調を保つために） 

・人混みや不潔な場所をさける など 

 ⁴‗⁭΅

 

・マスク 

・アルコール入りウエットティッシュ 

・体温計 

・石鹸（小型）  など 

 

図：中小企業庁「新型インフルエンザ対策のための中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）策定指針」参考２より抜粋 
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（P.5に戻る） （P.22に戻る）（P.24.に戻る）（一覧P.29に戻る） 
 

ᴁ ” ⁞ ‚  ‍ ” ₐ∞╒₯ 

以下は、農林水産省「～新型インフルエンザ対策～食品産業事業者等のための事業継続計画（簡

易版）の策定及び取組の手引き」（2009 年 6 月）別紙３をベースに、筆者にて、事態の深刻性

の要素を加味して一部修正・加工したものです。あくまでも一例であり、各組織の実情により見

直す必要があります。 

 ” З  

Ὸ  

 

Ὸ  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

手洗いやうがいの励行を行う。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

手洗い所（消每液使用場所）を入口の外に設置す

る。 

○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ 

出社前に自分や家族の健康確認を義務付ける。 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

自分や家族の感染が疑われる場合には、休日でも

報告を義務づける。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ 

 

会議を抑制する（対面による会議を避け、電話会

議やビデオ会議を利用する。）。 

△ ○ ○ × △ △ × △ △ 

職場や食堂等の配置替え、食堂等の時差利用によ

り接触距離を保つ。 

△ ○ ○ × △ △ × △ △ 

時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤

の推進を行う。 

△ ○ ○ × △ △ × △ △ 

フレックスタイム制を導入し、職場内に同時にい

る従業員を減らす。 

△ ○ ○ × △ △ × △ △ 

在宅勤務、職場内での宿直を実施する。 

 

△ ○ ○ × △ △ × △ △ 

窓口等では、ガラス等の仕切りを設置して訪問者

からの飛沫に直接接しないようにする。 

△ ○ ○ × △ △ × △ △ 

不急業務を一時停止する。 

 

△ ○ － × △ － × × － 

⁞

”

 

 発熱している従業員は出勤させない。 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

症状（発熱以外）がある場合に出社を禁止する。 

 

○ ○ ○ △ ○ ○ × △ △ 

従業員や訪問者が職場に入る前に、発熱や咳の有

無に関する質問や検温を行う。 

○ ○ ○ △ ○ ○ × △ △ 

職場の入り口や立ち入れる場所を制限する。 

 

○ ○ ○ △ ○ ○ × △ △ 

訪問者に手指消每を義務付ける。 

 

○ ○ ○ △ ○ ○ × △ △ 

訪問者にマスク着用を義務付ける。 

 

○ ○ ○ △ ○ ○ × △ △ 

訪問人数を一度に○人までに制限する。 

 

○ ○ ○ △ ○ ○ × △ △ 

出張を制限する 

 

○ ○ ○ △ ○ ○ × △ △ 

 職場の清掃・消每を１日○回実施する。 

 

○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ 

○：原則実施、△：熟慮、×：原則非実施（禁止を自粛にする等、表現を緩めて実施することも選択肢にする） 
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（P.8に戻る）（一覧P.29戻る） 

ᴂ ” ₐ└↔⌂ₔ└₭‚  ᾿ ‚ῷ΅― ” ⁞ ‚–΅― ῲ  

今般の新型インフルエンザに対し、国においては、2009 年 5 月 22 日の「基本的対処方針」及び

6 月 19 日に改定された「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用

指針」を踏まえ、職場における感染や事業を通じた感染を防止するため、各省庁において例えば

次の工夫を行う、としています（厚生労働省ホームページ「新型インフルエンザ対策本部による

「基本的対処方針」に関するＱ＆Ａ」（7 月 23 日改訂） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02-05.html#toi27 

の（問２７）より）。 

 

‖„᾿ ” ⁞ ‚–΅―᾿‘”⁭ῲ’ ₀  ⁴”‖ Ὸ῀ 

 

   

27

‚

 

⁴

Ὸ

⁮

 

① 全職員に対し、外出に当たっては、人込みをなるべく避けるとともに、

手洗い、うがい等を呼びかけます。咳等の症状のある者には、咳エチケ

ットの徹底、混み合った場所でのマスク着用を呼びかけます。 

 

② 通勤途上の感染機会を減らすため、時差通勤等の方策を検討します。  

③ 自転車等による通勤のための駐輪場の確保を検討します。  

④ 職員の健康管理を徹底します。  

⑤ 健康上具合の悪い職員は、早めに休むよう呼びかけます。  

⑥ 職員に対し、発熱症状やインフルエンザ様症状のある場合には、通勤前

に医療機関に受診するよう勧め、医師の指導に従うよう呼びかけます。 

 

⑦ 感染者と濃厚接触した職員に対し、保健所の指示に従い、外出自粛など

に協力するよう呼びかけるとともに、必要に応じ、特別休暇を取得する

よう勧めます。 

 

⑧ 職場における手洗い・手指消每、咳エチケットの徹底、うがい等を呼び

かけます。また、庁舎の入口等に速乾性アルコール製剤を設置します。 

 

⑨ 職場において不特定多数の者が触れる場所や発症者が触れた場所につい

ては、清掃・消每を徹底します。 

 

⑩ 各省庁が主催する集会、スポーツ大会等については、当該集会等の必要

性の再検討や感染機会を減らすための工夫の検討を行います。 

 

⑪ 職員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合、年次休暇の

取得を原則としますが、可能であれば、早出遅出勤務や在宅勤務の活用

等、当該職員の勤務のあり方を検討します。 

 

⑫ 来訪者については、例えば、庁舎の入口にポスターや看板を設置するな

どして、発熱等の症状を有する者が庁舎内や執務室内へ入館しないよう

対応を検討します。 

 

⑬ 窓口業務等対面で業務を行う場合には、例えば、マスクを着用する、対

面する人と人との距離が１～２メートルとなるようにするなどの感染防

止策を検討します。 

 

⑭ 庁舎内で発症者が出た場合の対応について検討します。  

   

  

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02-05.html#toi27
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（P.22に戻る）（一覧P.29に戻る） 

ᴃ  ΅ ΅” ‗ ₔ℅₨№⅍ 

῏  ΅ ΅” ῐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

῏ ₔ℅₨№⅍ῐ（出典：厚生労働省ホームページ、「『インフルエンザかな？』症状がある方々へ」のサイトより抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

” Ὸ⁮’⁴ῼ‮ ⁵―ῼ‎ ΅῀  

咳やくしゃみのしぶき（飛沫）は約２メートル飛ぶと言われています。 

⁞ῼ ⁄‹₀ ⁴‗Ὼ„᾿ ” Ὸ⁮ ₀​⁮ ᾿Ω₉№₮≈’‘‖ ‗ ₀ ΅‴ ⁬ῲ῀  

他の人にしぶき（飛沫）をかけないように心がけましょう。マスクをしていない場合には、ティッシュなどで口と

鼻を覆うことも大切です。使ったティッシュはすぐにゴミ箱へ捨てましょう。 

⁞ῼ ⁄‹₀ ῴ‍ ₀ ΅‴ ⁬ῲ῀  

咳やくしゃみを手で覆ったら、手を石鹸で丁寧に洗いましょう。 

∕₰₦₀  ―ῼ‎ ΅῀  

咳、くしゃみが出ている間はマスクを着用しましょう。使用後のマスクは放置せず、ゴミ箱に捨てましょう。 
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（P.23に戻る）（一覧P.29に戻る） 

ᴄ ”  

「新型インフルエンザ対策ガイドライン」（2009年 2 月 17 日）で示されていた受診方法が、同

年 6月 19日の「「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」

の改定で、修正されています。流行状況により今後も変更が予想されますので、最新の情報に基

づいて受診して下さい。 

以下は、各自治体衛生主管部（局）宛の 2009年 8 月 28 日付厚生労働省新型インフルエンザ対

策推進本部事務連絡「新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等につい

て」P.31～33より抜粋したものです。 

 

【 ” 1   ₀  ’΅ ῐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁に続く） 
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（前頁より続く） 

῏ ₀  ⁴ ῐ 
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（P.23に戻る）（一覧P.29に戻る） 
 

ᴅ ‖ Ό  ‍ ”  

以下は、新型インフルエンザ発生前に策定された国の「新型インフルエンザ対策ガイドライン」

に記載されているΉ ‖ Ό  ‍ ” ῌを箇条書きにしたものです。 

 

1) 発症の疑いのある者を会議室等に移動させ、他者との接触を防ぐ。 

2) 発症者が自力で会議室に向かうことができない場合は、個人防護具を装着した作

業班が発症者にマスクを着けさせた上で援助する。 

3) 事業者は、保健所等に設置される予定の発熱相談センターに連絡し、発症した日

付と現在の症状を伝え、今後の治療方針（搬送先や搬送方法）について指示を受

ける。 

 

※地域の感染拡大の状況により、入院の勧告から自宅療養まで治療方針は刻々と変

化するので、発症者を確認するたびに指示を受けることが望ましい。 

 

 

また、発症後の再出社時期については、厚生労働省ホームページ、「『インフルエンザかな？』

症状がある方々へ」のサイトに、熱が下がった後の外出に関して、以下の記載があり参考になり

ます。 

 

熱がさがっても、インフルエンザの感染力は残っていて、あなたは他の人に感染さ

せる可能性があります。完全に感染力がなくなる時期については、明らかでなく、

個人差も大きいと言われます。尐なくとも次の期間は外出しないように心がけまし

ょう。 

Ό Ό‒―Ὸ⁮ ‴‖ 

 

ただし、現在流行している新型インフルエンザについては、発熱などの症状がなく

なってからも、しばらく感染力がつづく可能性があることが、様々な調査によって

明らかになっています。 

 

ですから、あなたが新型インフルエンザに感染していると診断されている場合や、

あなたの周囲で新型インフルエンザが流行している場合には、発熱などの症状がな

くなっても、周囲の方を守るため、さらに次の期間についてもできるだけ外出しな

いようにしてください。 

 

⁞  Ὼ ᾿”‘” ‹’‘ 
Ό„ ‴‒‍ ” Ὸ⁮ ‴‖ 
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（P.23に戻る）（一覧P.29に戻る） 
 

ᴆ ‚–΅― 

以下は、本年 8 月 28 日、長野県が職場向けに公開したツールの一部です。濃厚接触者は、でき

れば出勤を見合わせるが、一定の条件を遵守すれば「症状が出ていないことが確認されていると

きは、通勤・通学などの外出は可能」としており、参考になりますので抜粋します。 

長野県のホームページ（http://www.pref.nagano.jp/index.htm）から、新型インフルエンザ情

報、関係者用周知、をクリックすると、下記文書のダウンロードボタンがあります。 

（運用に当たっては、基礎疾患を有する者等への配慮や自社のメリット・デメリット等も踏ま

え、自社なりの判断が必要です。） 
 

‖ ₐ└↔⌂ₔ└₭ ₀ › Ό  ‍ ” ‭” ‚–΅― 

平成 21 年８月 20 日 
 

Ή ῌ‗„  

 

患者が発症した日の 1 日（24 時間）前から発症後７日目までに接触した者 

 

１）患者と同居している者 

２）患者処置の際、個人防護具※を適切に装着しなかった医療関係者 

※患者処置における個人防護具 

・気管支鏡検査・気管内挿管など：N95 マスク＋眼の防護＋手袋（＋ガウン） 

・顔面に血液・体液などが飛散する処置：サージカル（不織布性）マスク＋眼の防御＋手袋 

・上記以外の処置：サージカル（不織布性）マスク＋手袋 

３）比較的長時間、患者と直接対面した者 

・２ｍ以内の距離で、サージカル（不織布性）マスクをせずに患者と長時間の接触 

・接触時間は、患者の咳の激しさ等の状況にもよるが、累積で 10 分以上 

・患者が対面中に咳またはくしゃみをした場合には、10 分以内でも該当する 

・学校、幼稚園、保育園等のクラスメート、職場等で席が近い者、親しい友人関係など 

・患者自身が対面中に不織布性のマスクを装着していれば、「軽度接触者」とする。 

 

１）比較的短時間、患者と直接対面した者 

・２ｍ以内の距離で、サージカル（不織布性）マスクをせずに患者と短時間の接触 

・接触時間は、患者の咳の激しさ等の状況にもよるが、累積で 10 分以内 

・患者が対面中に咳またはくしゃみをしていないことが前提 

・施設等の受付、短時間の診察、電車やバスに乗り合わせて短い時間会話を交わした者など 

２）患者と閉鎖空間を共有した者 

・患者と直接対面はしなかったが、比較的閉鎖された空間でサージカル（不織布性）マスク

をせずに２メートル以内の距離で空間を共有した者 

・バス、列車、ホテル、レストラン、映画館、ホール等で会話をしなかった近距離接触者 

３）汚染物質への接触者 

・サージカル（不織布性）マスク、手袋、手洗いなどをせずに、患者由来の血液、体液、分 

泌物（汗を除く。）、排泄物などを取り扱った者 

・患者の検体を扱う検査従事者、患者の使用したトイレ、洗面所、寝具等の清掃を行った者 

など 

４）感染防護した上で比較的長時間、患者と直接対面した者 

・長時間（10 分以上）にわたって患者と直接対面したが、本人または患者のいずれかがサ

ージカル（不織布性）マスクを適切に装着していた者 

・マスクをした状態で接触した学校、幼稚園、保育園等のクラスメート、職場等で席が近い

者、長時間の診察、親しい友人関係等 

（次頁に続く） 
    

  

http://www.pref.nagano.jp/index.htm
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（前頁より続く） 

 

‭”  

 

１）健康状況の確認 

・患者との最終接触日から７日間、発熱等の症状が出ないかどうか、自ら注意する必要がある。 

・抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を受けている場合（下記２）を参照）には、毎日、

保健所（保健福祉事務所）への連絡が必要となる場合がある。 

・症状が出た場合には保健所（保健福祉事務所）に連絡する。保健所（保健福祉事務所）は、

状況に応じて医療機関への受診を勧める。 

２）抗インフルエンザウイルス薬の予防投与 

・一律には行わない。 

・ただし、慢性呼吸器疾患などの基礎疾患があれば、個人の重症化防止を目的にかかりつけ医

等が判断して実施する。 

３）外出自粛などの感染拡大防止行動 

・保健所（保健福祉事務所）は、感染拡大防止行動の重要性をよく説明し、協力を求める。 

・症状が出ていないことが確認されているときは通勤・通学などの外出は可能とする（発症に

備えてマスクを準備しておく）。 

・他者と接触する機会がほとんどないようにする、接触する場合にはマスクを着用し、できる

だけ距離を空けるなどの工夫をすれば、職務の継続が可能となると考えられる。 

 

・感染の可能性、症状、潜伏期間等に関する説明を行い、健康状態の自己観察を依頼する。 

・症状が出た場合には保健所（保健福祉事務所）に相談するよう依頼する。 

・職務の継続は可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
  

ṻ Ό ₐ└↔⌂ₔ└₭‗  ⁵‍  

 

ṷ ₀ › ‗  ⁵‍  

・解熱後２日間または発症した日の翌日から７日間、自宅療養・外出自粛

となる。 

・医師の判断により入院となることもある。 

ṷ   ”  

・事業主は、必要に応じて保健所（保健福祉事務所）に相談する。 

・相談の結果、濃厚接触者と判断された者については、保健所（保健福祉

事務所）から外出自粛など感染拡大防止行動の説明を受け、それに協力

する。 

・症状が出ていないことが確認されているときは通勤・通学などの外出は

可能。 

・他者と接触する機会がほとんどないようにする、接触する場合にはマス

クを着用し、できるだけ距離を空けるなどの工夫をすれば、職務の継続

が可能。 

・患者（疑似症を含む）と診断された従業員と最後に接触してから７日

間、注意を要する。 
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（P.23に戻る）（一覧P.29に戻る） 

ᴇ  ”−ₐ└⅍  

 

１．社内で感染者が出た場合 

国内発生の初期段階などでは、感染拡大やデマ・風評被害等を防ぐため、当局にも相談の

上、下記のようなポイントに留意して公表することもひとつの方策です。 

 

 ℅ₓ№₦−ₐ└⅍  

 ・感染者のプライバシーに配慮しているか（所属のみ等の

開示にとどめる等）  など 

 

 

・海外渡航歴はあるか（国内での二次感染か否か） 

・発症 1 日程度前の他者との接触状況（社外や社内での拡

大の兆候はあるか） 

・現在の療養場所  など 

”  

 

・（来店型の事務所の場合）該当事務所は現在安全か   

・営業状況  など 

​”  ・感染拡大防止のため、保健所等の関係機関と連携を密に

取っているか  など 

 

 

２．業務の停止や事務所の閉鎖する場合 

上記１．のほか、業務の停止や事務所の閉鎖を行う場合には、お客様・取引先等からの信頼

を損なうことのないよう、代替店舗や代替入手方法をご案内するなど今後の対応を可能な限り

示すとよいでしょう。 
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（P.24に戻る）（一覧P.29に戻る） 
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＜下記の（参考）を元に作成したポスター例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

千葉県「企業・団体等における新型インフルエンザ対策のためのガイドライン」（2009 年 3 月 27 日）に

は、国内発生時の「外来者への対応」として以下の記載がある。 

『各企業・団体等では、関係機関に対し、できるだけ来訪は避け、電話、FAX、インターネット等を利用する

よう周知する。 

さらに、申請等についても、期間を延長するなどの対応を図り、外来者の数を減らすことで、職場内への新

型インフルエンザの持ち込みを減らす。 

一方、外来者に対しては、以下の対応を実施する。実施に当たっては、ポスター等を作成し、入口に掲示す

るなど、トラブルが生じないよう注意する。 

○ 発熱者に対しては、事情を説明したうえで、職場内への立ち入りを断る。 

○ 外来者への社内案内等については、できるだけ対面による窓口案内は行わず、社内電話等により行う。 

○ 入口にマスクを備え、職場へ入る時のマスクの着用を促す。（マスクの自動販売機を設置することも手

段の一つ） 

○ 入口に、速乾性アルコール手指消每薬を設置し、立ち入る場合には消每を義務付ける。』 
   

  

  ΅‍‎΅‍ῷ ‭ 

本日は弊社にご来館いただき誠にありがとうございます。 

さて、ご高尚のとおり当県内で新型インフルエンザが発生しました。 

弊社では、ご来館いただいたお客様に下記をお願いいたしております。職場や地域での

感染拡大防止の観点から、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご協力のほどをお願い申

し上げます。 

記 

１．熱のあるお客様、その他インフルエンザ様症状を有するお客様は、恐れ入ります

が、入館をご遠慮くださいますようお願いいたします。 

なお、弊社最寄の発熱相談センターは以下のとおりです。 

０３－××××－△△△△ 

２．ご入館いただく前には、恐れ入りますが、手指の消每をお願いします。 

３．弊社社員は現在できるだけ対面による業務を控えております。また、弊社社員がマ

スクを着用している場合がございますが、必ずしも症状があるわけではありませ

ん。これは発症 1 日前からウイルスを放出するという新型インフルエンザの特性

上、万が一感染していた場合に、お客様への感染を防ぐためのものです。何卒ご了

承ください。 
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ᴉ ” ” ῴ  

下図を参考に、備蓄を検討します。 

 

備蓄量の算出にあたっては、 

 

①使用目的（何のために使うのか） 

 

②対象人数（だれのための備蓄か） 

 

③想定使用期間（どのくらいの期間に備えるための備蓄か） 

 

を明らかにすることがポイントです。 

 

 

図：中小企業庁「新型インフルエンザ対策のための中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）策定指針」参考３より抜粋 
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以下は、農林水産省「～新型インフルエンザ対策～食品産業事業者等のための事業継続計画（簡

易版）の策定及び取組の手引き」（2009 年 6 月）別紙４をベースに、筆者にて、事態の深刻性

の要素等を加味して一部修正・加工した一例です。各組織の実情に応じて見直しが必要です。 

 

”

”  

 ’΅

”

 

  

 

必要な措置 

人 物 その他 

ר  

( ₰∆ₐ└

Ὸ )  

幼児用食品

製造*1 

 

△ ％ 未

満 

100％ 組織内の残

業で対応 

平時に同じ。 

原料の確認 

輸送会社の状況

把握 

△ ％ ～

● ％ 未

満 

100％ 他部門から

応援 

シフト制を

強化 

原料の集中 

別の調達先連絡 

製品の備蓄 

○○工場の稼働

率向上 

別の輸送会社へ

の依頼 

資金支援を金融

機関に依頼 

● ％ 以

上 

90％ 

 

(120%) 

*3 

他部門から

の応援増強 

原料の調達拡大 

備蓄製品の出荷 

○×工場に製造

集約 

▽○会社と生産

を連携 

輸送会社へ運転

手応援 

ש  

(₈₯₈Ὸ )  

上記業務の

他、一般食

品製造*2 

△ ％ 未

満 

100％ 組織内の残

業で対応 

平時に同じ 現状を供給先に

報告 

△ ％ ～

● ％ 未

満 

50% 組織内の残

業等で対応 

原料半減 輸送先を▲×に

縮小 

減産状況を供給

先に連絡 

● ％ 以

上 

0％ 休業（一部

職員は重要

業 務 を 応

援） 

利用せず 生産の代替えを

▲□会社に依頼 

生産休止を供給

先に連絡 

ת

 

すべての業

務 

△ ％ 未

満 

100％ 組織内の残

業で対応 

平時に同じ。原

料の確認 

輸送会社の状況

把握 

 

*1…ここには、「最」重要業務（必需品で自社のみが供給しているものやそれに近いもの等）が入る。 

*2…ここには、重要業務が入る。事態の深刻性が②中度の場合の「最」重要業務の稼働率等は、①高度の場合を

適用する。 

*3…需要が拡大する場合には、増産にも対応する。 
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以下は、農林水産省「新型インフルエンザに備えるための食品産業事業者の事業継続計画策定の

ポイント」（2009 年 6 月）Ⅲ-19、20 を筆者にてチェックリスト形式に加工したものです。 

 

  ⁴

 

”‍‼”  

  

   ・ 代行者の決定 

・ スプリットチーム 

・ 基本的な感染症対策 等 

□ 

□ 

□ 

”

 

 

 ・ 代行者の決定 

・ スプリットチーム 

・ マニュアルの作成による業務の教育 

・ 基本的な感染症対策 等 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 ・ 生産マニュアルの作成・教育 

・ 多能工化による業務代替性の向上 

・ 特に重要な作業を見極めた上でのスプリットチーム 

・ 雇用者の増員 

・ 基本的な感染症対策 等 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 ・ 生産マニュアルの作成・教育 

・ 多能工化による業務代替性の向上 

・ 特に重要な作業を見極めた上での、スプリットチーム 

・ 派遣雇用者の増員を派遣会社へ要請 

・ 基本的な感染症対策 等 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

  

 

・ 社内備蓄の増加 

・ 複数調達先の開拓（含む調達先企業・地域の分散化） 

・ 代替物でも製造可能か事前に検討し、投入品を多様化 

・ パンデミック発生時の最低供給量を供給業者と契約 

等 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

・ 社内備蓄の増加 

・ 複数調達先の開拓（含む調達先企業・地域の分散化） 

・ 代替物でも製造可能か事前に検討し、投入品を多様化 

・ パンデミック発生時の最低供給量を供給業者と契約 

等 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

・ 社内備蓄の増加 

・ 複数調達先の開拓（含む調達先企業・地域の分散化） 

・ 代替物でも製造可能か事前に検討し、投入品を多様化 

・ パンデミック発生時の最低供給量を供給業者と契約 

等 

□ 

□ 

□ 

□ 

║

 

 

║

 

・ 社内備蓄の増加 

・ 複数調達先の開拓（含む調達先企業・地域の分散化） 

・ 代替物でも製造可能か事前に検討し、投入品を多様化 

・ パンデミック発生時の最低供給量を供給業者と契約 

等 

□ 

□ 

□ 

□ 

 ∞└Ω⅓└

₰  

・ メンテナンス業者と緊急時に優先的にメンテナンスを

うけられる協力体制の構築 等 

□ 

 

∞└Ω⅓└

₰  

・ メンテナンス業者と緊急時に優先的にメンテナンスを

うけられる協力体制の構築 等 

□ 

 

   （次頁に続く） 

  



本誌は、2009 年 9 月 9 日現在の情報に基づき記載しています。 

 

日本興亜損害保険株式会社                  53            ｴﾇ･ｹｲ･ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 

 

 

（前頁より続く） 
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€

→
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・ 複数取引先の開拓 

・ 取引先企業の分散化 

・ 自社従業員による代替 

□ 

□

□ 

  ・ 複数取引先の開拓 

・ 取引先企業の分散化 

・ 自社従業員による代替 

□ 

□

□ 

║

 

 

 ・ 複数取引先の開拓 

・ 取引先企業の分散化 

・ パンデミック発生時の最低輸送量を輸送業者と契約 

等 

□ 

□

□ 

 

 

 

・ 廃棄量の契約等の供給会社への確認、見直し 等 □ 

 

 

 

・ 手元資金の増加 

・ パンデミック発生時の融資面での対応について取引金

融機関と相談 等 

□

□ 

 

₮₰Ω√

₮₰Ω

√║ₐ└

⅍≤₮₰

Ω√║

₮₰

Ω√  

∞└Ω⅓└

₰  

・ システムなしでの対応マニュアル策定 

・ メンテナンス業者と緊急時に優先的にメンテナンスを

うけられる協力体制の構築 等 

□

□ 

ₐ

└

↔

≤ 

 ║

 

 

・ 複数販売先の開拓 

・ 販売先企業・地域の分散化 

・ パンデミック発生時の最低買い上げ量を卸売・小売業

者等と契約 等 

□ 

□

□ 

  ・ 発生時の供給体制を、供給会社への確認、見直し 等 □ 

₣₰ ₣₰  ・ 発生時の供給体制を、供給会社への確認、見直し 等 □ 

  ・ 発生時の供給体制を、供給会社への確認、見直し 等 □ 

 

€↨≤ₐ℅ₓ╒└ ” ‗” ║  

 実施者 

①国民の食生活維持等の観点から、（原料等を供給する）上流又は下流に位置する

事業者に対して、継続又は拡充すべき業務の水準を協議・確認 

 

②ある事業者の事業継続に、上流又は下流に位置する事業者の業務継続が不可欠な

場合、当該事業者がともに、継続すべき業務の水準等について協議・確認 

 

③新型インフルエンザ発生により業務縮小すること等で、契約・法律上の問題が発

生しないかどうかをあらかじめ確認 

 

④新型インフルエンザ発生時、社会的信用を保つことができるよう、事業者外との

コミュニケーションについて検討 
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以下は、農林水産省「新型インフルエンザに備えるための食品産業事業者の事業継続計画策定

のポイント」（2009 年 6 月）を参考に、筆者にて一部修正・加工した「症状のある人の立入制

限等が可能か」と「対人距離を２メートル以上に保てるか」の 2 軸に着目した評価方法例です。

このような評価を行った上で、感染リスクを下げるための対策を検討します。 

 ‚ῷ῾⁴ ║ ‗” ₀ ∞╒⅍⌂ ‚͔ 

ͨ ―⁴ ―’΅ 

‚ῷ΅

― ⁞

’‘”

” Ῥ ⁴

› ”

Ό

͔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

クラスⅠ 
（リスク小） 

 

クラスⅡ 
（リスク中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラスⅢ 
（リスク中） 

 
 
 
 

クラスⅣ 
（リスク大） 

 
ₐ└↔⌂ₔ└₭ ΅ ‾ ‗  ⁴ ΌῬ

⁴ ₀  ⁴ ⁞᾿ ⁞ ’‘” ΌῬ
⁴ ₀ › ΌῬ⁴ ‗ ‚  ⁴  

クラスⅤ 

（リスク著大） 

（※）「極力」とは、まれに従業員・訪問者等とすれ違う程度ならよいことを指す。 

 

≥₰₦”₦≤₰₀  ⁴‍‼”  

2 ∞
╒⅍⌂ ”

Ό‖Ὼ’
΅ ‚„͔ 

• 現時点で他の従業員・訪問者等との対人距離を 2 メートル以上に保てる業務
と、そうでない業務の区分けを行う。2 メートル以上に保てない業務につい
て、デスクのレイアウトを変更する等、極力 2 メートル以上の対人距離を確保
できるような対策を検討する。 

• 電話等を利用し遠隔業務が可能な体制を整え、在宅勤務などを実施することに
より、他の従業員等と対面しないでできる業務を抽出し、それを実施する。 

• 業務分担を見直すことで対人距離を 2 メートル以上に維持できる従業員と、そ
うでない従業員を確認する。対人距離が 2 メートル以上維持できない従業員が
いる場合には、業務の見直しを行う。 

Ό‖
Ὼ’΅ ‚
„͔ 

• 自宅勤務など、職場に入らなくても業務遂行できる方法を実施する。 

• 不特定多数の人と接触しない隔離された環境で従事するチームを構築する方法
を実施する。 

   
  

＜対策の観点例＞ 
①パーティション等により、人と
人の間のスペースを仕切る。 

②窓口などでは、ガラス等の仕切
りを設置して訪問者等からの飛
沫に直接接しないようにする。 

＜対策の観点例＞ 
③発熱又は咳などの症状のあ

る人が立ち入らないよう呼
びかけや教育を実施する。 

＜対策の観点例＞ 
①、②、③を組み合わせ、かつ、 
④重要でない業務であれば、中断
も検討する。 

＜該当職場例＞ 
小売店・外食業での販売業務（店
舗の入り口で発熱者の立入制限を
行える場合） 

＜該当職場例＞ 
一般的な小売店・外食業での販売
業務 

＜該当職場例＞ 
製造・加工工場での勤務
（2m 保てるが立入制限がで
きない場合） 

＜該当職場例＞ 
・在宅勤務 
・製造・加工工場での勤務
（2m 保て、立入制限もで
きる場合） 
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以下は、国内発生前の 2009 年 5 月 13 日に、自治体宛の、厚生労働省新型インフルエンザ対策推

進本部事務連絡「新型インフルエンザ対策における都道府県等による健康監視等について」 

  http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090514-01.html 

で示された、発生状況別（航空機内で確認された場合か、国内で確認された場合か等）の健康監

視等の方法に関する参考資料です。 

 

※2009 年 7 月末現在、以下の内容は緩和されています。 
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（一覧P.29に戻る） 
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 感染症法第 6 条に定義された該当の感染症 

 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マー

ルブルグ病、ラッサ熱 

 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウ

イルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。） 、鳥インフルエンザ

（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであってそ

の血清亜型がＨ五Ｎ一であるものに限る（「鳥インフルエンザ（Ｈ五Ｎ一）」

という。） 

 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス 

 Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、黄熱、Ｑ熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ（鳥イン

フルエンザ（Ｈ五Ｎ一）を除く。）、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、その

他既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣

類、寝具その他の物件を介して人に感染し、掲げたものと同程度に国民の健康

に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの 

 インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除

く。）、ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）、クリプトスポリ

ジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅每、麻しん、メ

チシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、その他既に知られている感染性の疾病

（四類感染症を除く。）であって、掲げたものと同程度に国民の健康に影響を

与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの 

ₐ└↔

⌂ₔ└₭

 

ₐ└

↔⌂ₔ└

₭ 

新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを

病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症

に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的か

つ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える

おそれがあると認められるものをいう。 

ₐ

└↔⌂ₔ

└₭ 

かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行

することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定

めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が

当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症

の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影

響を与えるおそれがあると認められるものをいう。 

 既に知られている感染性の疾病（一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新

型インフルエンザ等感染症を除く。）であって、感染症法第三章から第七章ま

での規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生

命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものを

いう。 

 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾

病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場

合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び

健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。 
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（一覧P.29に戻る） 
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以下は、厚生労働省名古屋検疫所のホームページをベースに、筆者にて、一部修正・加工したも

のです。（ http://www.forth.go.jp/keneki/nagoya/keneki/index.htm ） 

 

主な措置 該当条文 新型イン

フルエン
ザ等感染

症 

一類 二類 三類 四類 五類 

疑似症患者に対する感染症法の

適用 

第八条 
○ ○ ○    

無症状病原体保有者に対する感

染症法の適用 

第八条 
○ ○     

積極的疫学調査 第十五条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

健康診断受診の勧告・実施 第十七条 ○ ○ ○ ○   

就業制限 

（都道府県知事から新型インフルエ
ンザ等感染症の感染通知を受けた場
合には、「飲食物の製造、販売、調
製又は取扱いの際に飲食物に直接接
触する業務及び接客業その他の多数
の者に接触する業務」は、「その病
原体を保有しなくなるまでの期間」
従事禁止） 

第十八条、 

感染症法施行

規則第十一条 
○ ○ ○ ○   

入院の勧告・措置 第十九条、二
十条及び二十
六条 

○ ○ ○    

感染症の病原体に汚染された場
所の消每 

第二十七条 
○ ○ ○ ○ ○  

ねずみ、昆虫等の駆除 第二十八条 △ ○ ○ ○ ○  

汚染された物件（飲食物、衣
類、寝具等）に係る措置（移動
制限、消每、廃棄等） 

第二十九条 
○ ○ ○ ○ ○  

死体の移動制限等 第三十条 ○ ○ ○ ○   

汚染された生活用水の使用制限
等 

第三十一条 
△ ○ ○ ○   

建物に係る措置 第三十二条 △ ○     

交通の制限又は遮断 第三十三条 △ ○     

健康状態の報告要請 第四十四条の
三（第一項） 

○      

外出の自粛要請 第四十四条の
三（第二項） 

○      

        

＜以下は検疫法による措置＞ 
検疫所による隔離、停留 

検疫法第十四
条～十六条 

○ ○     

○：措置が可能、網掛部分：非該当 

△：2 年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、適用することができる。 

 

        

http://www.forth.go.jp/keneki/nagoya/keneki/index.htm


本誌は、2009 年 9 月 9 日現在の情報に基づき記載しています。 

 

日本興亜損害保険株式会社                  58            ｴﾇ･ｹｲ･ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 

 

 

║  

 

1)「新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ３）」、厚生労働省新型インフルエンザ専門家会議、2006 年 6 月 

2)「新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）」、厚生労働省新型インフルエンザ専門家会議、2007 年
3 月 

3)「新型インフルエンザ対策ガイドライン」、新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議、
2009 年 2 月 

4)「新型インフルエンザ対策行動計画」、新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議、2009

年 2 月改定 

5)「Pandemic Influenza Preparedness, Response, and Recovery Guide for Critical Infrastructure and Key 

Resources」、米国国土安全保障省、2006 年 9 月 

6)「Interim Pre-pandemic Planning Guidance : Community Strategy for Pandemic Influenza Mitigation in the 

United States 」、米国 CDC（疾病対策センター）、2007 年 2 月 

7)「Weekly epidemiological record No. 22, 2009, 84, 197ð212」、世界保健機関、2009 年 5 月 29 日 

8)「新型インフルエンザ対策のための中小企業ＢＣＰ（事業継続計画）策定指針」、中小企業庁、2009 年 3 月 

9)「企業・団体等における新型インフルエンザ対策のためのガイドライン」、千葉県、2009 年 3 月 27 日 

10)「新型インフルエンザに備えるための食品産業事業者の事業継続計画策定のポイント」、農林水産省、2009 年 6 月 

11)「～新型インフルエンザ対策～食品産業事業者等のための事業継続計画（簡易版）の策定及び取組の手引き」、農林
水産省、2009 年 6 月 

12)「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン(A/H1N1 型版)」、労働者健康福祉機構海外勤務健康管理
センター、2009 年 8 月 12 日 

13)「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」、労働者健康福祉機構海外勤務健康管理センター、
2007 年 5 月 18 日改訂 

14)「新型インフルエンザ事業継続計画の手引き 第一版」、特別区保健所長会、2009 年 1 月 

15)「中小企業のための新型インフルエンザ対策ガイドライン～命を守り、倒産をまぬがれるために～」、東京商工会議
所、2008 年 10 月 31 日 

16)「新型インフルエンザ・クライシス」、外岡立人、岩波ブックレット 

17)「世界一『病気に狙われている』日本人」、濱田篤郎、講談社プラスアルファ新書 

18)「企業のための新型インフルエンザ対策マニュアル」、和田耕治、東洋経済 

19)「『決定版！新型インフルエンザ「事業継続計画」入門』」、新型インフルエンザＢＣＰ策定研究会、都政新報社 

20)「リスク対策.com Vol.13」、新建新聞社、2009 年 5 月 25 日 

21)「月刊・経済トレンド 第 56 巻・第 10 号」、日本経済団体連合会、2008 年 10 月 

22) 首相官邸「新型インフルエンザへの対応」、http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html 

23) 世界保健機関「Pandemic (H1N1) 2009」、http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html 

24) 厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」、http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-

kansenshou04/ 

25) 国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ、http://idsc.nih.go.jp/index-j.html 

26) 全国保健所長会のホームページ、http://www.phcd.jp/shiryo/shin_influ.html 

27) 外務省「海外安全ホームページ」、http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars.asp 

28) 文部省（新型インフルエンザ対策関連情報）、http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/index.htm 

29) 農林水産省（新型インフルエンザ対策関連情報）、http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/pdf/shininful.html 

30) 埼玉県川越市「正しい手洗いの方法について」、 

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1151026282272&SiteID=0&P

arentGenre=1000000000055 

31)「SEARCH Vol.4 かけがえのない人材を守るために」日本興亜損害保険・リスクマネジメント情報誌、2007 年 9 月、
http://www.nipponkoa.co.jp/news/whatsnew/2007/news2007_09_26_search.html 

32)「SEARCH Vol.6 かけがえのない人材を守るために（第二編）」日本興亜損害保険・リスクマネジメント情報誌、
2009 年 2 月、http://www.nipponkoa.co.jp/corporation/risk_consulting/search/vol_06.pdf 

33)「SEARCH Vol.7 新型インフルエンザが発生! 急がれる適切な対策」日本興亜損害保険・リスクマネジメント情報
誌、2009 年 5 月、http://www.nipponkoa.co.jp/corporation/risk_consulting/search/vol_07.pdf 

  

 

http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/
http://idsc.nih.go.jp/index-j.html
http://www.phcd.jp/shiryo/shin_influ.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars.asp
http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/index.htm
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/pdf/shininful.html
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1151026282272&SiteID=0&ParentGenre=1000000000055
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1151026282272&SiteID=0&ParentGenre=1000000000055
http://www.nipponkoa.co.jp/news/whatsnew/2007/news2007_09_26_search.html
http://www.nipponkoa.co.jp/corporation/risk_consulting/search/vol_06.pdf
http://www.nipponkoa.co.jp/corporation/risk_consulting/search/vol_07.pdf


本誌は、2009 年 9 月 9 日現在の情報に基づき記載しています。 

 

日本興亜損害保険株式会社                  59            ｴﾇ･ｹｲ･ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 

 

       

 

い 

医療機関の受診方法, 43 

か 

海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイド

ライン(A/H1N1 型版), 3 

監視に役立つリンク集例, 36 

患者が発生した時の対応例, 45 

感染症法における感染症の分類, 56 

く 

国の対応目標, 8 

訓練, 5 

け 

携帯カード例, 39 

軽度接触者, 46 

健康観察, 55 

健康監視, 55 

健康危機管理者, 10 

さ 

『最』重要業務, 4 

し 

事態の深刻性, 2 

社員相談窓口, 14 

社外公表文のポイント例, 48 

重要業務, 4 

情報監視シート例, 37 

症例定義（疑似症患者の部分）の主な変遷, 38 

せ 

咳エチケット, 42 

た 

対策本部の構成と役割例, 10 

ち 

注意地域, 2 

て 

手洗いの方法, 42 

と 

渡航情報, 31 

の 

濃厚接触者, 46 

は 

ハイリスク者, 34 

発生動向の把握方法, 33 

Pandemic Severity Index, 2 

ひ 

備蓄, 50 

ほ 

ポスター例, 49 

ま 

まん延している国又は地域, 15 

 

 

 
 

 

ῑ100-8965  Ό  
ῷ €−╒⅍   0120 919 498 

”9:00 17:00( ᾿ 1̓2/31 1/3₀ Ὼ‴ ͂ ) 
∏╒√∆╒₯₈ⅎ⌐₰ http://www.nipponkoa.co.jp  

 


